
【その他（物流・運輸) 1】

リターナブルパレット等の関税免除手続きの改善

担当府省 財務省

担当局名 関税局

担当課・室名 業務課、関税課

目的
本邦から輸出された貨物の容器で、再び本邦に輸入されるものにつ
いて、関税等を免除するもの。

対象 関税定率法14条1項11号の規定による容器を反復して輸出入する者

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

・関税定率法14条1項11号、同法定率法施行令15条及び16条、同法
基本通達14-16
・輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律13条1項1号

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯

・通い容器に係る免税手続については、従前、輸入申告のたびに輸
出許可書を提出させるとともに貨物等の確認を行っていたが、その後
順次手続の簡素化を行っている。
・例えば、平成13年4月より、輸入者が当該容器の輸出入状況を帳簿
等により適切に管理している場合には、輸出許可書の提出を省略可
能とするとともに書類審査のみの確認を行うこととした。
・また、平成17年4月より、帳簿管理を簡素化（個々の物品毎ではな
く、容器の種類ごとに数量を管理する方式に緩和）した。

所
管
省
庁

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
現在、我が国から輸出したリターナブルパレット、リターナブル容器等
を再輸入し関税の免除を受ける場合、本邦への輸入時に輸出時と同
一性を税関が確認するため、形状、材質ごとに統計品目番号が与え
られており、下記のような手続きが必要である。
・ 輸出時に輸出申告書への、当該容器等の規格、材質等、必要な事
項の記載。
・ 容器等の種類ごとの、企画、材質、識別表示等に係る資料、ならび
に容器等が流通する全ての場所を記載した資料の提出。また、容器
等の種類ごとの、購入個数（国内製、外国製）、廃棄個数、総個数、
輸出個数、輸入個数、在庫個数の管理、1年ごとの提出。
・ 輸入申告時には、係る輸出手続きが行われていることの申告およ
び税関による確認、また、複数回にわたって輸入する場合には、輸出
申告時の数量から、当該輸入数量分の引き落としを行うといった管
理。

【根拠法令】
関税定率法14条11号、同法基本通達14－16

参考資料２－２



【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

下記の課題が解消される場合、要望されている免税の適用に当たっ
て、容器の種類が複数ある場合でも一欄にまとめて輸出入申告を行
えるような番号の設定方法を検討する。

【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等

本要望は、容器に係る自社システムが整備されていない場合に、複
数の容器のために複数の品目番号を手入力で行う等の事務が煩瑣
である等の趣旨と理解しているが、これに応じて品目番号に係る現
在の取扱いを変更すると、すでに現行制度に応じた社内システムの
整備等を行っている者にとって不利益となるおそれがあることから、
単に個別社の事情によるものか否かを含め、本要望が利用者全体と
しての要望か否かを確認する必要がある。

(注) 以前、外国産品が輸入後再輸出される場合については、材質
等による分類とは別の統一された「再輸出品」という統計品目番号が
用いられていたが、同じ種類のものなら国内産品と同じ番号で申告し
たいとの要望があって、平成13年1月1日に「再輸出品」「再輸入品」と
いう統一番号は廃止された経緯もあり、この点でも統一番号の復活
を希望しない事業者がいないか慎重な検討を要する。

規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

規制改革の方向性（事務
局記載）

リターナブルパレットや容器等については、コンテナと同様に、反復
利用されることが明確であることから、アメリカのように当該容器を無
税とする専用の統計品目番号を新たに定め、輸出入手続きの簡素
化を図る。具体的には、リターナブルパレット等の種類ごとに、規格、
材質、識別表示等に関わる資料、帳簿の様式等を事前に提出し、全
ての種類・材質に対して同一統計品目番号（9803．00）を設定する。
●リターナブルパレット等は使い捨ての木製バレットと比較して、地球
環境に優しく、かつ、企業のコスト削減にも資する。
●現状においては、関係手続きの煩雑さから、関税を支払っている
ケースや木製使い捨てパレットを使用するケースが散見され、企業の
国際競争力及び環境への貢献を阻害している。
●HSで00，98、99は世界共通の取り決めがなく、その国の事情で使
えるコードとなっており対応は可能。因みに、米国は世界共通のHS
コードをベースにHTSUSコードを策定し、その中で98（Special
Classification)を新設している。

上記規制改革の方向性へ
の考え方

・本要望は、「全ての種類・材質に対して同一の統計品目番号」によ
る輸出入申告を可能ならしめるとの要望と理解する。
・リターナブル・パレットに対する本件免税手続については、上記改正
経緯のとおり、申告者の利便性を図る累次の改正を行ってきたとこ
ろ。
・「手続の煩雑さにより免税適用を放棄して関税納付を選択している
ようなケース」については把握しておらず、仮にあるとしても極めて特
異な事例ではないかと思われるところ、その具体的な事例を教示願
いたい（具体的な事例が無いなら削除願いたい）。



【その他（物流・運輸 2）】

認定事業者（ＡＥＯ）制度の改善

担当府省 財務省

担当局名 関税局

担当課・室名 業務課

目的

①特例輸入者に対する、関税納付前に引取られた輸入貨物に係る税収の
確保
※同担保については、原則不要としているが、一定の財務上の要件を満た
さない場合に担保を提供させている。
②外国貨物の運送等に係る役務の提供に関する消費税の免除
③-
④税関長が予め承認等した者に対して関税法上の特例を与える。

対象 AEO事業者（特例輸入者、特定輸出者等）

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根
拠がある場合、併せ
て記載

①関税法第７条の８第１項、関税法基本通達７の８－１
②消費税法第７条第１項第５号、消費税法施行令第17条第２項第４号、消
費税法施行規則第５条第１項第４号、消費税法基本通達７－２－１、関税
法第67条の３、関税法基本通達67の３－１－８
③法令根拠なし（欧米の規制のため）
④関税法第7条の2第1項、同第50条第1項、同61条の５第1項、同第63条の
2第1項、同第67条の３第1項第1号、同第67条の13第1項、同第79条第1項

所
管
省
庁

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規制改革事項（事務局記
載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
ＡＥＯ制度については以下のとおりの規制等がある。
①特例輸入申告制度を利用して輸入申告を行う際、財務条件として、下記
何れかの要件を満たさないと担保が必要となっている。
（ア）特定の格付機関 から「Ａ」格相当以上の格付けを取得
（イ）直近の決算時 （四半期開示を含む）の当座比率が100％以上で、か
つ、自己資本比率が30％以上（四半期開示を行っていない者については、
50％以上）
②特定輸出貨物については、保税地域等相互間の保税運送役務にかかる
消費税は、本年4月１日より免除されることになったが、自社施設で特定輸
出申告を行った貨物については、既に外国貨物となっているにもかかわら
ず免税とならない。
③相手国のAEO企業の輸出する貨物が自国に輸入される際、通関を円滑
にするという、AEO制度の相互承認に向けた協議が、各国間で進展してい
る。我が国は、米国やEU、カナダ、ニュージーランドとAEO相互承認を締結
しているが、具体的な内容については未定である。
④現行制度においては、全国の9税関において個別に審査・判定が行われ
ており、その審査方法や判定基準に相違が生じ得る。東京税関業務部にＡ
ＥＯセンターが設置されているが、一元的、統一的な業務は行われていな
い。

「日本を元気にする規制改革100（平成22年９月10日閣議決定）」
＜認定事業者（ＡＥＯ）制度の改善＞
AEO制度について、適正通関を確保しつつ利用者の利便性向上等を図る
観点から、ベネフィットの追加を検討する。その際、AEO制度の運用面の簡
便性等もふまえつつ、例えば利用者のコンプライアンスやセキュリティといっ
た点に応じた取り扱いについて考慮する。（平成２２年度検討・結論）

【根拠法令】
関税法基本通達７の８－１、関税法２９条、消費税法第７条、消費税法施行
令第17条、消費税法基本通達７－２－１２



規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

規制改革の方向性
（事務局記載）

①特例輸入者が納期限延長制度を利用する場合の厳格な財務上の担保
要件を緩和する。
②特定輸出者のベネフィットを強化するためにも同施設から船積港までの
区間も免税とする。（なお同区間が免税とならなくても貨物輸出後には、消
費税が還付されることから、税収にも影響はない）
③AEO事業者に対しては各セキュリティ対策（24時間ルール、10+2ルール
等）を免除もしくは緩和する等、相互承認のメリットを確実に反映させる。
④審査・判定基準の標準化・統一化・透明化の観点から、審査・判定業務を
一元的に集約する体制を構築する。
●ＡＥＯ事業者へのベネフィットを増加させ、ＡＥＯ参加へのインセンティブを
図り、日本のＳＣＭにおけるセキュリティ向上と物流の円滑化の両立を、官
民一体となって図るべきである。
●２０１０年７月のＷＣＯ（世界税関機構）の調査では、ＡＥＯの認定企業数
は、アメリカ９，８０６社、ＥＵ２５６１社に対し日本は３９６社と少ない状況であ
る。
●関税局長主催の「貿易円滑化と関税行政に関する懇談会」（平成２２年１
月～６月）において、民間事業者から、ＡＥＯ取得のためには、セキュリティ
管理やコンプライアンスの徹底・維持にコストをかけて人員・組織を強化す
る必要があり、またＡＥＯ取得後には監査を受ける負担が生じるが、それに
見合うメリットがないとの意見が出ている。

規
制
・
制
度
の
概
要

規制・制度の制定時
期、主な改正経緯

①平成13年３月、特例申告導入時に納税前引取に係る担保制度を導入。
（関税法改正）

平成20年４月、同担保を必要担保から、税関長が必要があると認めるとき
に提供を命ずるものとする見直しを実施。（関税法改正、通達新設）
②平成18年３月、輸出者に対するAEO制度導入により、ＡＥＯ輸出者が輸
出する貨物については、保税地域外での輸出申告及び許可を受けること、
また、輸出許可を受けた特定輸出貨物について、税関長の承認なしに自由
な運送を可能とした。このため、運送区間を事後に確認する制度上の手段
がないことから、その運送について消費税を一旦課税した上で仕入れ控除
により還付をすることとされた。（消費税法施行令改正）

しかしながら、特定輸出貨物であっても保税地域間の運送がなされている
ものがあり、この場合には保税地域間の運送に係る消費税が免税となる一
般の輸出貨物との間の税制上の均衡がとれていなかった。このため、平成
22年4月、一般輸出貨物との消費税法上の均衡を図るため、保税地域間の
運送について、適正な免税制度の執行を担保する仕組みとした上で免税と
したもの。（消費税法施行令改正）

なお、本件については、税制改正として政府税制調査会において決定さ
れたもの。
③（参考）平成20年５月ニュージーランド、平成21年６月米国、平成22年６月
EU、カナダとの間でAEO相互承認の署名に至っている。
④平成18年３月、輸出者に対するAEO制度導入以降、対象事業者を順次
拡大。



●２０１０年７月のＷＣＯ（世界税関機構）の調査では、ＡＥＯの認定企業数
は、アメリカ９，８０６社、ＥＵ２，５６１社に対し日本は３９６社と少ない状況で
ある。
→AEO制度は、国際物流の一層のセキュリティ確保等を目指すため、貨物
のセキュリティ管理体制等が整備されている事業者を税関当局が認める制
度であり、欧米のAEO制度は、ＡＥＯ相互承認協議の過程で、その承認要
件が日本の制度と同等のものであることを確認済みである。欧米では、税
関からの具体的なメリットの有無に関わらず、貿易に関与する事業者にとっ
てセキュリティ管理体制を整備しAEOの承認を取得すること自体がセキュリ
ティ体制整備の証左としてメリットとなり、ビジネスにおいて重要視される環
境が醸成され、そのことが承認者数が伸びている一因と考えられる。

規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

上記規制改革の方向
性への考え方

①特例輸入者が特例申告を利用する場合の財務上の担保要件の緩和に
ついては、適正な租税債権確保の観点も踏まえつつ、どのような緩和が可
能か検討を進める。

②「規制・制度の制定時期、主な改正経緯」に記載したとおり、輸出貨物の
運送に係る消費税の免税措置については、税制改正に係る事項である。

③24時間ルールや１０＋２ルール等の各セキュリティ対策は欧米の制度で
あり、我が国の制度ではないため、本規制・制度改革の対象ではないと考
える。
（米国・EU等のＡＥＯ相互承認等の二国間協議の場を利用して において、我
が国から常に要望しているが、本規制は、相手国が自国のAEO事業者の
関与の有無に関わらず、事業者に対して一律に例外なく課している規制で
あり、本来、相互承認協議の土俵に乗らない性質のものである。）

そもそも、AEO相互承認とは、「相互承認相手国のAEO事業者のステータ
スを自国の税関手続上において尊重する」取組みであり、外国において
AEOにも課されている規制の一般的緩和について協議するものではない。

④審査・判定基準の標準化・統一化・透明化については、一元的組織として
ＡＥＯセンターを設置しており、全国のＡＥＯ部門からの随時の照会に集中
的に対応することにより、全国統一的な対応が行われるよう調整を図ってい
る。また、関税局よりAEO事業者の承認要件等の審査要領を発出している
ほか、審査事例の共有化、全国各税関のAEO審査事務担当者による会
合、及びOJT研修等の機会を通じて、全国統一的な対応を実施している。

また、審査・判定業務の一元的集約については、東京圏以外に拠点を置く
事業者や地方の中小事業者の利便性を考慮して、全国の各税関にAEO担
当窓口を置き、各事業者の事業規模、業務内容に即した審査・判定業務を
行っており、今後とも、東京圏以外に拠点を置く事業者や中小事業者等がＡ
ＥＯ申請を行いやすい環境を提供し、ＡＥＯ制度の更なる普及を目指してい
く観点で、現状の枠組みが適当である。

【対応可能性のある
場合】見直し予定及
びその内容

①現在設定されている担保提供基準の緩和について、適正な租税債権の
確保の観点も踏まえつつ、どのような緩和が可能か検討を進める。

【対応困難とする場
合】要望へ対応した場
合に生じる問題点及
び問題点に対する補
完措置の有無等

ー



【その他（物流・運輸 3）】

営業区域外における通関業務の取扱いの緩和

担当府省 財務省

担当局名 関税局

担当課・室名 業務課

目的

通関業者は輸出入者の代理人として通関手続を行う者であり、通関手続が適正に
行われることを確保するため、適切な体制等の確保の下に通関業を行い得る範囲
を、法令上、税関の管轄区域を単位として明確化している。これにより、納税ミスや
不正物品の流出入等の抑制、荷主にとっての適正な通関手続による物流の迅速性
確保にも資する意義がある。
なお、プラント輸出の一部が他の港で通関される場合等一定の場合の通関手続
は、許可区域内の手続から繋がっているものであるため、荷主の便宜に考慮し、当
該区域の外でも行うことができるものとされている。

対象 通関業者

所
管
省
庁

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
通関業者は、通関業の許可を受けた税関の管轄区域内でしか営業を行うことがで
きない。なお、相互に関連する一定の手続は当該管轄区域外でも当該手続に係る
通関業務を行える。

【根拠法令】
通関業法第９条

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

通関業法第９条

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯 昭和42年制定

規
制
改
革
要
望
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規制改革の方向性（事務
局記載）

通関業務の営業区域規制を撤廃し、輸出入申告手続き等を行う通関業者について
荷主の選択性を高めることで、物流の効率化向上を図る。

●輸出入者は船積地、荷卸地等によって通関業者を変えたり、申告税関ごとにデー
タを分散させて各通関業者に配布するといった作業をしなくてはならない等、物流の
効率化が阻害されている。例えば、複数船積港を利用する案件で1社の通関業者を
起用した場合、同社が免許を持たない港での通関は、同社が下請けを起用せざる
を得ず、荷主として通関業者の管理、通関管理に負担がかかるという状況が発生し
ている。
●また、コンプライアンスやセキュリティの観点から、新たな業者を起用する場合は
起用の手続きが必要であり、その手続きを船積に先行させねばならず、余分な工数
が掛かるのみならず、新規の、また例外的に起用する業者とは「紙」による指示をせ
ざるを得ず、IT化の阻害要因でもある。
●NACCSを通じて税関、輸出入等関連業務を行うものが全て電子ネットワーク的に
つながり、関連する税関で申告内容を共有できる現状において、通関業者の営業区
域を撤廃することは、輸出入業者から見て、通関業者の集約化によるコスト削減
や、船積地の変更といったケース発生時等における一層の通関業務の迅速化等の
メリットがある。また、営業領域が広がることによる通関業者間の競争によるサービ
ス・品質の向上が期待できる。
●これに対しては、「通関士は大量破壊兵器の拡散防止や経済連携協定に基づく
原産地又は知的財産侵害物品か否かの確認等を含めた貨物確認を行う必要があ
ることから、通関手続を行う事務所はこれらの貨物確認を容易に行える場所に所在
している必要がある」との意見もあるが、管轄外の貨物確認等のリスクは民間業者
が当然負うべきものであり、一律に営業区域規制をする理由にはならないと考え
る。



２．本規制下における通関業者の状況
○通関業者は、複数の税関管轄区域で通関業の許可を得ることができる。従って、
どの区域で許可を受けるかは、優れてその通関業者の経営判断によるものである。
その際、既存の通関業者が営業区域を広げるために他の税関から許可を受けよう
とする際には、その者の経営状態に関する事項など全社的な内容の審査は省略さ
れるなど簡素化されている。こうした枠組みの下で、実際、約３割の通関業者は、複
数の税関から許可を受けている。
また、輸入しようとする貨物が陸揚予定港以外の港で陸揚げされる場合であって
も、貨物を陸揚げした港から陸揚予定港まで保税運送することで、陸揚予定港を管
轄する税関長から許可を受けた通関業者が輸入申告を行うことができる。逆に、貨
物を予定通り陸揚げした後、通関業の許可を受けていない区域に早急に保税運送
したい場合であっても、通関業法第９条但書の規定に基づき、その通関業者は許可
を受けていない到着地の税関に輸入申告を行うことができる。

このように、現状から見ても、営業区域が通関業者の制約となっているとは考えら
れず、事務局記載の「方向性」にあるような「営業領域が広がることによる通関業者
間の競争」は現行制度でも十分実現されているものと考えられる。

３．本規制下における荷主の状況
○上記のとおり、複数の区域で許可を受けている通関業者は多数あり、荷主は、各
通関業者に係る営業区域（通関サービス）の内容により自らの物流ルートを踏まえ
て通関業者を選択することができるものであり、荷主にとって、本規制が物流の阻
害となっているとは考えられない。事務局記載の「方向性」で示された例示（「船積地
等により通関業者を変更しなくてはならない」）は、当該荷主が自らの物流ルートと
合わない通関業者を利用しているケースと考えられるが、これは荷主の（通関業者
の選択における）経営判断の問題ではあって、規制に起因するものではないと考え
られ、通関業者によって通関業に係る営業区域は異なるが、輸出入者がどの通関
業者を選ぶことは自由であり、輸出入者が広域で通関業の許可を受けている通関
業者を利用すれば上記のような問題は発生しない。また、通関業者から見ても、一
の税関で通関業の許可を受けていれば、他の税関から許可を受ける際の手続は簡
素化されており、複数の地区で許可を受けることに大きな負担はないことから、この
規制が物流の阻害事由となっているとは考えがたい。
また、荷主のニーズを踏まえて通関業者が新たな区域に進出しようとする場合の
手続は簡素化されている。

上記１のとおり、この規制は、通関手続の適正確保や円滑化に必要なものであり、
また、上記２のとおり、現在でも通関業者は自己の経営判断により複数の税関管轄
区域での広域的な営業は可能であるとともに、保税運送の利用により予定外の港
での陸揚等の場合も問題無く通関手続を行え、上記３のとおり、荷主は、これらの事
業者から選択することができる。従って、この規制が荷主の自由な選択を阻害して
いるとは思われない。むしろ、荷主にとっても、この規制により適正な通関手続が確
保されることによる安全で円滑な物流環境を享受できると考えられる。
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上記規制改革の方向性へ
の考え方

１．本規制の意義
○通関業者は荷主に代わって実際に通関手続を行う者であり、適正通関及び適正
課税を担保する者である。
しかし、例えば、平成２１年でみると、申告に対する税関の審査・検査の結果、誤り
等を発見した例が約７万５千件あり、荷主にとっても物流の阻害要因となっている面
もある。通関業者自身が関税法等に違反して営業停止等の処分を受ける事例も少
なくない。このように適正な体制下の通関業者による通関業を確保する必要性は、
今日も低下していない。むしろ、厳しい財政状況や国際テロ、知財保護の必要性な
ど適正通関確保の必要性は、従来より高まっているものと考えられる。
本規制は、こうした通関手続の適正を確保する方策として、これを確保できるよう
な通関事務処理体制等から見て通関業を行い得ると認められる範囲を明確化する
ため設けられているものであり、これを見直すことは問題である。なお、その具体的
な範囲は、税関管轄区域という広域を単位として設定されている。
この点について、事務局記載の「方向性」において、「免許を持たない港での通関
は、同社が下請けを起用せざるを得ず」とされてあるのは港単位という狭い範囲の
ものではなく、事実誤認と考えられる。
○事務局記載の「方向性」では「管轄外の貨物確認等のリスクは民間業者が当然負
うべきもの」と、通関手続に係るミスも荷主と通関業者で負担の合意があれば済むも
のと認識しているように思われるが、通関手続に問題があると、荷主に負担が発生
し得るだけではなく、要注意国への不正輸出や社会悪物品の流入、適切な課税へ
の影響等我が国の安全安心の確保などに直結するものである。
○通関業者が行う通関手続の適正確保は、荷主にとっても安全な物流という形で意
義をもたらすものでもある。
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【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等

上記のとおり、
①適切な通関業の確保は荷主にとって利益のあるものであるほか、不正物品の流
入阻止等国の安全・安心に資する意義があり、通関業の許可を行った税関がこれを
確保するために、通関業を行う範囲が明確化されている。
②現行制度でも複数の区域で通関業の許可を受けることは可能であるほか、予定
外の港で陸揚げされた場合に予定港まで保税運送して通関すること等も可能であ
り、かつ、既存業者の場合には許可手続は簡素化されていることから、この規制が
あっても他の区域で通関手続を行うことはできる。実際多くの通関業者が複数の区
域で許可を受けており、荷主及び通関業者にとって、この規制が物流の阻害事由と
なっているとは考えがたい。

以上から、要望の趣旨は現行制度下でも対応可能であり、むしろ、制度の大幅な変
更は適正な通関手続に基づく不正物品の流出入阻止や適切な課税等に重大な支
障を及ぼす懸念がある。

【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

荷主のニーズを踏まえて通関業者が新たな区域に進出しようとする場合の許可手
続については、更なる簡素化を検討する方向で考えたい。
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経済連携協定に基づく特定原産地証明制度の利便性の向上

担当府省 経済産業省

担当局名 貿易経済協力局

担当課・室名 原産地証明室

目的

①ＥＰＡに基づく特定原産地証明書は締約国間の合意に基づき、輸出国政府また
は責任を負う指定団体によって発給され輸入国税関にて受理されるものであり、そ
の意味において政府間の信頼を確保するに足る審査を行う必要がある。
②現行のＥＰＡでは、紙に印刷された特定原産地証明書を輸入国税関に提出する
ことで特恵税率が適用されることとされており、協定とともに合意された運用規則等
も、紙による原産地証明書を前提として書式なども細かく規定されたものとなってい
る。
③制度の的確な運用に関する政府間の信頼を確保するため、申請主体である企
業の実在確認を適正に行う必要がある。

対象 ＥＰＡに基づく特定原産地証明書の発給申請者

所
管
省
庁

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
経済連携協定（EPA）における物品貿易において、わが国から輸出される産品が相
手国税関でEPA税率（通常の関税率よりも低い関税率）の適用を受けるためには、
輸出産品がEPAに基づく原産資格を満たしていることを証明する「特定原産地証明
書」を取得し、輸入国での通関時に税関に提出する必要がある。日本では、経済産
業大臣が指定した発給機関である日本商工会議所が特定原産地証明書を発給し
ている（経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律）。
①現在、EPAに基づく特定原産地証明は申請から原則として中２日で発給される。
②現在、第三者証明制度における発給申請については、電子申請が可能である
が、発給については紙での発給となっている。
③特定原産地証明書の取得には、日本商工会議所への会社登録が必要であり、
その際、登記簿の提出が求められる。

【根拠法令】
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要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

・各国との協定（ＥＰＡ）、関連規則
・経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律（第二条第三
項）等

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯

・経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定（平成１７年
４月発効）等の各国との１０の協定（平成２２年１１月時点）、関連規則
・経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律（平成１７年４月
施行、平成２１年９月改正：合意を得たＥＰＡ相手国に対して、認定を受けた輸出者
が原産地証明書を作成することのできる認定輸出者自己証明制度を導入）等
・経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する施行規則（平成１７
年４月施行、平成２０年４月改正：発給手続の簡素化のため、申請時における仕入
書の写し等の提出を免除。）



【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等
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規制改革の方向性（事務
局記載）

EPA税率の利用を促進するため、以下の点について、原産地証明制度を改善し、
利用者の利便性を高めるべきである。
①特定原産地証明書の即日発給
②原産地発給システムの政府のシングルウィンドウへの組入れ
③会社登録更新時の登記簿の提出の省略
●EPAを結んだ国の間では、通常よりも低い税率で輸出入を行うことが可能である
ため、我が国事業者によるEPA税率の利用を促進することは貿易の円滑化、国際
競争力の維持・強化の観点から重要である。
●①について、中２日の発給では、緊急の航空出荷等に対応できない。申請日に
即日発給できるよう改善すべきである。
●②について、紙での発給は、コストやリードタイムに負担がかかり、利便性が低
い。
平成22年９月10日に閣議決定された「日本を元気にする規制改革100」において、
経済連携協定に基づく原産地証明制度の電子化に関し、「特定原産地証明書の申
請者側（輸出業者）での印刷を含めた利便性の向上策につき、産業界等の意見を
踏まえ、平成22年度中に検討し、結論を得る。」とされている。その検討に当たって
は、日本商工会議所の原産地発給システムがNACCSと連携していない独立のシス
テムとなっていることを踏まえ、同システムをシングルウィンドウに組み入れること
により手続の効率化を図る方向で検討を行うべきである。
●③について、日本商工会議所への会社登録に際しての登記簿の提出は、２年毎
の更新時にも求められるところ、登記内容に変更がない限り、更新時の登記簿の
提出の省略を認めることにより手続の簡素化を図るべきである。

上記規制改革の方向性へ
の考え方

①当該証明書の発給については、事務所によっては１日平均約２００件の発給実
態があるところ、利用者から徴収する料金負担の制約下において、限られた人員
やシステムで、原産品判定業務等と並行して協定ごとに異なるフォームを間違いな
く印刷する事務処理や印刷された証明書等を多数の申請者ごとに取りまとめる等
の作業が発生するため、事務処理には一定の期間を要する。
②日商のシステムを御指摘のシングルウィンドウに組み入れることについては、両
システムの構成や利用者、システムを利用する際入力すべき情報それぞれに違い
があることに加え、日商が受益者負担原則に基づいて自ら構築・運用するシステム
を抜本的に改修する必要があることからその費用を手数料に反映する必要が生じ
る。このため、両システムを統合することにより日商のシステム利用者全体が得ら
れる手続の効率化というメリットとそのための負担のバランスを取るという課題があ
る。なお、紙での発給は協定等で定められた事項であるため、この運用を変更する
には、ＥＰＡ相手国との再交渉等が必要であり、また、相手国においても同様に原
産地証明情報を送受信するシステムが構築される必要があるが、こういった内容
については各国との間で議論が醸成されていない。このため、シングルウィンドウ
への導入が即座に紙の廃止につながらないことに留意する必要がある。なお、す
でに日スイス協定に盛り込まれた自己証明制度の他協定への導入が進むと、単体
としての原産地証明書がなくなり申請手続が不要になるなど特段の投資無しに手
続の効率化がはかられる。
③会社登録の際の登記簿の提出は、申請企業の実在確認をもって、当該証明書
の真正性を確保するためのものである。更新時の登記簿提出も同様の目的でなさ
れているものであるが、提出を省略するにしても、登記内容に変更がない旨の確認
を行うことができる手続が必要になる。

【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

①即日発給の方法としては、事務作業員やシステムの増強といったことが考えられ
るが、受益者負担の観点から発給手数料に反映することになり、発給申請者に新
たな金銭的コストを強いるものとなる。他方、現行体制下での事務合理化により対
応できる迅速化の可能性につき、日本商工会議所と協議を行う。
②上記「考え方」のとおり、紙による原産地証明書の廃止は、直ちに実現することは
困難である。紙による原産地証明書の存在を前提に、輸入国税関が証明書の発給
事実や内容を簡便に確認できる仕組みについては、本年度補正予算案に事業を
計上している。また、手続の効率化を含めた利便性の向上策について、原産地証
明制度に係る産業界等の関係者を集めた会合を本年中に開催し、当面講じるべき
措置や将来的な対応につき、制度利用者が得られるメリットとそれに要する負担も
比較しつつ検討した上で、その議論を踏まえて今年度中に結論を得ることとしてい
る。ただし、日商のシステムをシングルウィンドウに組み入れることについては、上
記のとおり、それが紙による原産地証明書の廃止に直ちにつながらないこと、両シ
ステムの構成や利用者、システムを利用する際入力すべき情報それぞれに違いが
あり抜本的なシステム改修が必要となること、そのための経費は、受益者負担原則
に基づいて手数料に反映する必要が生じること、そのため、両システムを統合する
ことによる利用者のメリットと負担のバランスを取るという課題が残されていること
から、平成22年度に結論を得ることは困難である。
③更新時の手続につき、より負担の少ない方法を検討する。
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４５フィートコンテナ運送にかかる環境整備

担当府省 国土交通省

担当局名 道路局

担当課・室名 道路交通管理課

目的 道路構造の保全、交通の危険防止

対象 車両制限令第３条に定める重量、寸法を超える車両

【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

車両の長さが長いほど交差点や曲線部での巻き込み事故等が発生した際の影響
が大きいと考えられ、実証実験や構造改革特区において安全性にかかる影響の有
無を検証した上で、全国的な緩和措置を検討する予定である。

【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

道路法第４７条、第４７条の２、車両制限令第３条
海上コンテナ用セミトレーラ連結車の橋梁照査式適合車両の取扱いについて（平成
１０年３月３１日付通達）
特殊車両通行許可限度算定要領について（昭和５３年１２月１日付通達）

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯

昭和４６年・・・特殊車両通行許可制度の創設
平成５年・・・重さ指定道路（２０トン→２５トン対応）による規制緩和
平成１０年・・・海上コンテナフル積載（最大４４トン）を許可対象に追加
平成１６年・・・高さ指定道路（３．８メートル→４．１メートル対応）による規制緩和
平成２１年・・・許可期間を最大１年間→２年間へ延長

規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

規制改革の方向性（事務
局記載）

①高速道路については、４５フィートコンテナでも走行可能な高速道路を指定し、当
該指定高速道路をＢ条件で走行できるよう各法令、通達を改正する。
②一般道路のうち、重さ指定道路、高さ指定道路については、４５フィートコンテナ
でも走行可能な道路を指定し、当該指定道路をＢ条件で走行できるよう各法令、通
達を改正する。
●４５フィートコンテナは、４０フィートコンテナと比べ約１．５ｍ長く、純積載容積では
約２７％多いことから、荷物の積載効率を向上させることができ、ＣＯ２削減及び、
貨物の運送にかかる時間の短縮、コスト削減が図れ、国際競争力強化にも資す
る。
●従来の４０フィートコンテナと最大総重量は同じであり、衣料品やプラスチック製
品、タイヤ等、比較的軽い品目や、機械等デットスペースが生じる品目の需要があ
り、経済も活性化する。
●なお、「構造改革特区において講じるべき規制の特例措置(平成22年10月14日閣
議決定）」をしているが、特区提案認定された仙台港は輸出中心であり、コンテナを
効率的に輸送するには、輸入の需要がある港（例えば京浜港）でも４５フィートコン
テナを運送できる環境を整える必要があり、全国規模で対応するべきである。

上記規制改革の方向性へ
の考え方

これまでも、国際物流の進展、国際海上コンテナの大型化に対応するため、道路
整備の推進及び許可制度の改定を実施してきたところである。
現在、我が国の４５フィートコンテナ用車両の数は極めて少ない状況であるが、そ
の普及に向けて、関東地方及び東北地方の実証実験で交差点の右左折等の安全
性を検証中である。
また、４５フィートコンテナは車両の長さが長く、通行経路の多くがＣ条件となるた
め、構造改革特区（第１８次提案）において４０フィートコンテナと同等の通行条件の
適用を検証することとしている。これについては現時点で特区認定の手続きには
入っておらず、「輸入の需要がある港」についても今後の特区認定で対応可能であ
る。

所
管
省
庁

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
●我が国では、車両制限令の長さ制限値（12.0ｍ）を超える場合、公道走行には特
殊車両通行許可が必要であり、個別の審査が必要となる。一方、国際海上コンテ
ナの陸上輸送を円滑にするため、国際海上コンテナ用セミトレーラについて、17.0
ｍ（高速道路16．5ｍ）まで許可を特例で緩和し、「橋梁照査要領（通達）」に基づき、
２０フィート、４０フィート等従来のコンテナ用セミトレーラは、適合車両であり、申請
経路が高速自動車国道等又は指定道路のみである場合は、Ｂ条件で通行が認め
られている。
●しかしながら、2005年にＩＳＯ規格化された４５フィートコンテナの利用が国際的に
拡大しており、各国が荷物の積載効率を改善している中、我が国では、長さが規格
外のため、上記特例も適用外となっており、Ｃ条件ないしＤ条件でないと走行ができ
ない。

【根拠法令】
道路法４７条、車両制限令３条、他通達等



【その他（物流・運輸） 6】

国際コンテナの国内利用の促進

担当府省 ②国土交通省

担当局名 ②道路局

担当課・室名 ②道路交通管理課

目的 ②道路構造の保全、交通の危険防止

対象 ②車両制限令第３条に定める重量、寸法を超える車両

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

②道路法第４７条、第４７条の２、車両制限令第３条
海上コンテナ用セミトレーラ連結車の橋梁照査式適合車両の取扱いについて（平成１０年３月３１日付通
達）
バン型等の連結車に係る特殊車両の通行許可の取扱いについて（平成６年９月８日付通達）

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯

②昭和４６年・・・特殊車両通行許可制度の創設
平成５年・・・重さ指定道路（２０トン→２５トン対応）による規制緩和
平成１０年・・・海上コンテナフル積載（最大４４トン）を許可対象に追加
平成１５年・・・国内貨物用車両（分割可能貨物）を最大４４トンまで許可対象に追加
平成１６年・・・高さ指定道路（３．８メートル→４．１メートル対応）による規制緩和
平成２１年・・・許可期間を最大１年間→２年間へ延長

規
制
改
革

規制改革の方向性（事務
局記載）

①再輸出されるまでの一定期間内における免税コンテナの国内運送について、複数回の使用を認めると
ともに、届出を廃止または簡素化する。
「一回転用」については貨物の取出し地と詰込み地の間の合理的な経路という条件を撤廃する。
「用途外使用」については輸入税を納付して用途外使用の上、使用が終わった段階で通常の国際コンテ
ナと同様に簡便に再輸出が可能な制度を設立する。
●製造業・商社が製品を輸出入する際、出荷地・納品地となる拠点と港湾との間で、必ず空コンテナの回
漕が発生する。この容器を国内物流に利用する事で、貿易競争力の強化、輸送環境負荷の低減に繋が
る。
●外航船社は、日本の各港間で空コンテナのポジショニング輸送を年間で10万本（20FT換算）以上行っ
ている。この容器を国内物流に利用する事で、コンテナが不足しがちな地方港へのコンテナ供給が低コス
トで行える為、特に地方に立地する製造業の貿易競争力の強化、輸送環境負荷の低減に繋がる。
●一回転用に関しては、輸入者と輸出者は、通常、別の者になるケースがほとんどであり、取出し地と詰
込み地を相互に把握・特定できない。

②「橋梁照査要領」の国際貨物限定条件を削除し、特殊車両通行許可制度の基準を統一する等、国内貨
物輸送を国際貨物輸送の基準に統一させる。
●1回当たりの輸送量の向上が期待でき、コスト削減及びＣＯ２削減が図れる。
●これに対しては、「国際海上コンテナは、条約により、輸送途中での開封ができないことから分割不可
能な貨物として扱うほかなく、その通行条件等については物流の国際化の観点から特例を認めざるを得
ないが、分割可能な国内貨物輸送は、道路構造の保全の観点からは極力、分割して輸送するべき」との
意見があるが、物流コスト削減及び国際的に要請されるＣＯ2削減の方策は近年益々重要視されており、
１回当たりの輸送量の向上を図ることを優先すべきと考える。

所
管
省
庁

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
①コンテナ特例法では、国際コンテナの国内貨物輸送への転用使用について、所謂「一回転用」並びに
「用途外使用」しか認められていない。
②海上コンテナを陸送する際、国際貨物積載時は通達「海上コンテナ用セミトレーラ連結車の橋梁照査
式適合車両の取扱について（以下橋梁照査要領）」に基づき審査が行われ、一方で、国内貨物積載時は
通達「バン型等の連結車に係る特殊車両の通行許可の取扱いについて」などに基づき審査が行われて
おり、国内貨物を積載している場合と国際貨物を積載している場合で特殊車両通行許可の基準が異なっ
ている。

【根拠法令】
①コンテナーに関する通関条約及びＴＩＲ条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律
②道路法等：特殊車両通行許可制度



【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等

②我が国の橋梁は約１５万橋存在し、２０年後には築後５０年を経過するものが５３％を占めるなど高齢
化が急速に進展している。当要望に対応した場合、限られた維持管理費の下での橋梁の長寿命化が極
めて困難になる。

革
要
望
等
へ
の
対
応

上記規制改革の方向性へ
の考え方

②これまでも、物流の効率化、車両の大型化に対応するため、道路整備の推進及び許可制度の改定を
実施してきたところであり、国内貨物輸送については、平成１５年に国際海上コンテナ輸送と同様に総重
量４４トンまでの輸送を可能とした。
我が国の道路は軸重１０トンを前提に設計されており、通行許可についても軸重１０トンを上限値としてい
るが、国際海上コンテナ輸送にあたっては、港で積荷を減載させることが困難である中、２軸トラクタ（牽
引車）による輸送を実現するためにやむを得ずエアサスペンション付駆動軸のみ軸重１１．５トンを認めて
いるところである。軸重の増が道路構造に及ぼす疲労の蓄積は舗装で４乗に比例、橋梁（床版）で１２乗
に比例するといわれており、現在でも、１台の軸重１１．５トン車が通行すると、その影響は舗装で軸重１０
トン車２台分、橋梁（床版）で軸重１０トン車５台分となると考えられる。
こうしたことから、軸重の増が我が国の橋梁等に与える影響は甚大であり、輸送コスト削減及びＣＯ２削
減も重要であるが、道路交通の安全性を第一に考えなければならないと考える。
したがって、国内貨物輸送については、積荷を減載して輸送して頂くか、３軸トラクタ（牽引車）を使用して
総重量４４トン以下での輸送をお願いしたい。



【その他（物流・運輸） 6】

国際コンテナの国内利用の促進

担当府省 財務省

担当局名 関税局

担当課・室名 監視課

目的 免税コンテナーの適切な管理と効率的な利用のため

対象 免税コンテナーを国内運送に使用する者

規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

規制改革の方向性（事務
局記載）

①再輸出されるまでの一定期間内における免税コンテナの国内運送
について、複数回の使用を認めるとともに、届出を廃止または簡素
化する。
「一回転用」については貨物の取出し地と詰込み地の間の合理的な
経路という条件を撤廃する。
「用途外使用」については輸入税を納付して用途外使用の上、使用
が終わった段階で通常の国際コンテナと同様に簡便に再輸出が可
能な制度を設立する。
●製造業・商社が製品を輸出入する際、出荷地・納品地となる拠点と
港湾との間で、必ず空コンテナの回漕が発生する。この容器を国内
物流に利用する事で、貿易競争力の強化、輸送環境負荷の低減に
繋がる。
●外航船社は、日本の各港間で空コンテナのポジショニング輸送を
年間で10万本（20FT換算）以上行っている。この容器を国内物流に
利用する事で、コンテナが不足しがちな地方港へのコンテナ供給が
低コストで行える為、特に地方に立地する製造業の貿易競争力の強
化、輸送環境負荷の低減に繋がる。
●一回転用に関しては、輸入者と輸出者は、通常、別の者になる
ケースがほとんどであり、取出し地と詰込み地を相互に把握・特定で
きない。

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
①コンテナ特例法では、国際コンテナの国内貨物輸送への転用使用
について、所謂「一回転用」並びに「用途外使用」しか認められていな
い。

【根拠法令】
①コンテナーに関する通関条約及びＴＩＲ条約の実施に伴う関税法等
の特例に関する法律

所
管
省
庁

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の
下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約（ＴＩＲ条約）の実施に
伴う関税法等の特例に関する法律第８条

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯

昭和46年 制定
昭和63年 一部改正
平成11年 一部改正



規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

上記規制改革の方向性へ
の考え方

・国際運送に使用されるコンテナーは、税の公平性・中立性の観点
からコンテナー条約等に基づき、一定の条件の下、輸入税を納付す
ることなく一時輸入することができる特例扱いが認められている。我
が国が加盟しているコンテナー条約（1956年のコンテナーに関する通
関条約）においては、国内運送は１回に限り認めることとされており、
国内運送の使用回数そのものを緩和することは適当ではないが、現
行法規下において要望に応えられるような措置があるか否かを検討
する（新コンテナー条約に加盟するには国内の批准手続きが必要）。
・同様に、国内運送の運送経路についても、コンテナー条約（1956年
のコンテナーに関する通関条約）においては、輸入貨物の取出地か
ら輸出貨物の詰込地まで合理的な経路によって直接運送されること
を条件に認めることとされており、運送経路の制限を撤廃することは
適当ではないが、現行法規下において要望に応えられるような措置
があるか否かを検討する（新コンテナー条約に加盟するには国内の
批准手続きが必要）。

・なお、現行法令上、用途外使用の承認を受けたとき等には輸入税
を徴収することとなっているが、輸入税が納付されたコンテナーで
あっても、通常の国際コンテナーと同様の簡便な輸出手続で再輸出
することが可能である。

【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

現行法規下において要望に応えられるような措置があるか否かを検
討する。

【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等



【その他（物流・運輸） 7】

水先制度の改革

担当府省 国土交通省

担当局名 海事局

担当課・室名 海技課

目的
水先をすることができる者の資格を定め、並びにその養成及び確保のための措置
を講ずるとともに、水先業務の適正かつ円滑な遂行を確保することにより、船舶交
通の安全を図り、併せて船舶の運航能率の増進に資すること

対象 水先対象船舶
規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

水先法第４０条等

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯

○制度の制定時期：昭和２４年
○主な制度改正時期：平成１８年
○主な改正経緯：
制度改正前の水先料金は、省令により国が全国一律の基準で設定する制度とさ

れていたが、各水先人がコストを的確に反映しつつ、ユーザーの意向等を勘案して
料金を定める制度とすることで、一層の水先業務運営の効率化を図るとともに、
ユーザーのコスト削減に資するものとした。
また、必要な知識技能を有した水先人を長期的かつ安定的に確保するための措

置として、水先人の資格要件については、船長経験を有することを必須とはせず
に、船長経験を持たない若年者等にも拡大することにより、その緩和を行った。

所
管
省
庁

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
新水先制度で指名制度が導入されたが、指名が有効に機能するような水先の取
次、引受の確立がなされていない等、市場環境の整備がなされていないため、競争
原理が働かず、料金は上限認可に張り付いており、指名制度が事実上機能してい
ない。指名トライアル制度が試験的に行われているが、その効果は不明である。
＜参考＞
「規制改革推進のための3か年計画（再改定）平成21年3月31日閣議決定」フォロー
アップ回答（平成22年9月）
交通政策審議会海事分科会船員部会第４回水先小委員会（H21.6.25）で審議を行
い、応召義務を果たしつつ、指名制が機能する適正な市場環境の整備に向けて当
面実施すべき方策として「指名制トライアル事業」を実施するとの結論を得て、報告
を取りまとめた。現在、同報告に従って「指名制トライアル事業」を実施しているとこ
ろである。
交通政策審議会海事分科会船員部会第６回水先小委員会(H22.2.4)で一般大学卒
業者等を対象とする一般向けの水先養成コースの仕組みについて検討し、結論を
得た。

【根拠法令】
水先法



【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

①交通政策審議会海事分科会船員部会水先小委員会において取りまとめられた
報告に従って指名制トライアル事業を実施し、平成２２年１２月１日に水先小委員会
において、目的を達成した旨の評価が行われた。今後は、指名制の本格運用によ
る適切な市場環境の一層の整備に向け、引き続き、関係者間で真剣な努力を行う
とともに、同委員会においても、その動向を注視していくこととされた。
②３級水先人の養成については、来年度（平成２３年度）には新規参入者である初
の３級水先人が誕生し、今後も増加が見込まれているほか、水先小委員会におい
て、一般大学卒業者等を対象とする一般向けの水先養成コースの仕組みについて
検討し、結論を得るなど、新規参入者の増加に取り組んでいる。
③我が国の強制水先制度については、世界的に見ても船舶交通の輻輳度が高い
中、諸外国に比べて緩和された水準にあるものの、必要に応じ、強制水先に係る緩
和を図る等、安全性を十分検証した上で、関係者との検討・調整を図りつつ適切に
対応しているところ。

【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等

規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

規制改革の方向性（事務
局記載）

①現在行われている指名制トライアル事業のフィードバックを速やかに行い、輪番
制に捉われることなく指名制度が機能するよう、引受事務要綱の改善等、市場環境
を整備する。
②水先人の養成について、質の高い新規参入者（特に３級水先人の増加）を奨励
し、市場をより効果的に機能させるよう取り組む。
③強制水先地区、対象船、強制水先免除制度について、時代のニーズに合致した
見直しを行う。

●市場環境の整備をすることで、水先料金及びサービスの多様化が見込まれ、
ユーザーのコスト削減、さらには我が国港湾の国際競争力強化に繋がる。

上記規制改革の方向性へ
の考え方

水先制度は、船舶交通の輻輳する港等を航行する船舶に、水先人が乗り込んで
船舶を導くものであるが、ひとたび海難事故が発生した場合には、人命、財産、環
境等に対して多大なる影響を及ぼすこととなるため、安全性の確保の観点に十分
注意して慎重に検討を行う必要があることから、関係者との検討・調整を図りつつ、
適切に対応。



【その他（物流・運輸） 8】

安全保障貿易管理制度における該非判定の事前相談制度の利便性の向上

担当府省 経済産業省

担当局名 貿易経済協力局

担当課・室名 安全保障貿易審査課

目的 国際的な平和及び安全の維持

対象
政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする
者は、政令で定めるところ、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

・外国為替及び外国貿易法第４８条第１項、第２５条第１項
・輸出貿易管理令、外国為替令
・特定貨物の輸出・役務取引・特定記録媒体等輸出等の許可申請に係る事前相談
及び一般相談について（お知らせ）

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯

平成１９年６月１日 「特定貨物の輸出・役務取引・特定記録媒体等輸出等の許可
申請に係る事前相談及び一般相談について」に該非判定の事前相談を追加。

規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

規制改革の方向性（事務
局記載）

上記規制改革の方向性へ
の考え方

該非判定については、貨物の技術的仕様を有する製造メーカー等の輸出者が判断
することとなっているが、製造メーカー等が該非判定を行うに当たり、条文の規定の
みでは貨物の該非の判断が困難な場合もあり得ることから、条文の解釈等につい
て回答するため本制度が設けられている。本制度は「照会及び回答内容を公表す
る行政機関による法令適用事前確認手続（いわゆる、ノーアクションレター制度）」を
参考としており、製造メーカーから貨物を購入し輸出する者等、輸出者全般の利益
に資すること等を目的として、貨物の該非判定に関する条文の解釈等を回答するた
め、照会内容及び回答について公表することとしている。これは、相談者のみへの
回答では、輸出者間で該非判定を行う際の判断に相違が生じ、場合によっては回
答内容に接していない輸出者が誤った該非判定を行う可能性が排除できないた
め、製造メーカー等の相談者名及び相談貨物の該非判定に関する条文の解釈等を
回答するものであって、個別企業の取引内容について公表をするものではない。な
お、インターネット等による相談・連絡に係る検討については、安全保障貿易管理上
機微な情報を取り扱うことから、情報管理上の問題もあり、その取扱については慎
重な対応が必要である。
これらを含め、今後、該非判定に関する効果的な事前相談のやり方等に関し、関連
団体とも意見交換をし、検討を進めていく予定である。
また、本制度の補完措置として、一般的な条文の解釈等についてすべての事業者
が参考にできるよう、安全保障貿易管理に関する団体等と議論した上で、経済産業
省安全保障貿易管理ＨＰにＱ＆Ａを掲載するという対応を行っているところである。

【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

－

【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等

－

所
管
省
庁

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
外為法で規制されている貨物や技術を輸出（提供）しようとする場合は、原則とし
て、経済産業大臣の許可を受ける必要がある。
輸出許可申請の必要の有無について 、輸出者自身の確認で判断がつかない場合
には、事前相談が行われているが、相談に当たって、企業名公表が条件とされてい
る場合がある。

【根拠法令】
外国為替及び外国貿易法第４８条、第２５条



【その他（物流・運輸） 9】

法令遵守優良企業による海外グループ会社に対する貨物の輸出等に係る許可の
手続の簡素化

担当府省 経済産業省

担当局名 貿易経済協力局

担当課・室名 安全保障貿易審査課

目的 国際的な平和及び安全の維持

対象
政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする
者は、政令で定めるところ、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

特定子会社包括許可制度の要件（子会社の資本要件等）について、安全保障貿易
管理に関する関係団体等とも意見交換を行いつつ、必要な見直しを検討していく。
また、手続等について経済産業省安全保障貿易管理ＨＰにＱ＆Ａを掲載し明確化
に努める。

【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等

－

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

・外国為替及び外国貿易法第４８条第１項、第２５条第１項
・輸出貿易管理令、外国為替令
・包括許可取扱要領（通達）

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯

平成２１年１１月２０日 包括許可取扱要領中に特定子会社包括許可を追加

規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

規制改革の方向性（事務
局記載）

安全保障貿易管理関連法令を遵守している企業が、海外グループ会社に対して、
特定の貨物の輸出又は技術の提供を行う場合、許可手続を簡素化すべきである。
●企業活動のグローバル化に伴い、海外子会社による事業展開が拡大していると
ころ、我が国企業とその海外子会社の間の取引の円滑に資するため、共通の基準
に基づく安全保障貿易管理にグループ一体で取り組んでおり、関連法令を遵守し
ている企業については、海外グループ会社への貨物の輸出、技術の提供を円滑に
行えるようにすべきである。
●特定子会社包括許可制度もあるが、子会社等に関する要件が厳しいなど、利用
が限られている。

上記規制改革の方向性へ
の考え方

海外企業のグローバル化を踏まえ、安全保障貿易管理関連の法令を遵守している
企業（親会社）が海外グループ企業（子会社）の厳格な輸出管理を実施することが
認められる場合に、海外子会社への輸出を一括して認める（個別に許可を取得す
る必要がない）特定子会社包括許可制度を、平成２１年１１月２０日付で創設したと
ころ。
本制度の更なる利便性向上のため、安全保障貿易管理に関する関係団体等とも
意見交換を行いつつ、必要な見直しを検討していく。

所
管
省
庁

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
外為法で規制されている貨物や技術を輸出（提供）しようとする場合は、原則とし
て、経済産業大臣の許可を受ける必要がある。

【根拠法令】
外国為替及び外国貿易法第４８条、第２５条



【その他（物流・運輸） 10】

航空輸送事業における外資規制の撤廃・緩和とカボタージュ規制の見直し

担当府省 国土交通省

担当局名 航空局

担当課・室名 国際航空課・航空事業課

目的 領域主権の確保のため。本邦航空会社の公正な事業環境の確保のため。

対象 外国航空機の運航者、外国航空会社

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

国際民間航空条約（シカゴ条約）第７条
航空法（昭和27年法律第231号）第101条第1項第5号
航空法第130条

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯

【航空法第101条第1項第5号】
昭和35年：制定
平成15年：最終改正
【航空法第130条】
昭和29年：制定・最終改正

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
航空法により、日本の航空会社の株式の外国人による保有は１／３以下に制限されてい
る。
外国航空会社による、国内運航は認められていない。

【根拠法令】
航空法

所
管
省
庁

規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

規制改革の方向性（事務
局記載）

航空輸送事業における外資規制の撤廃・緩和及びカボタージュ規制の見直しをすべき。

●航空自由化の進展に伴い世界的規模での競争が進む中、消費者利益の向上と本邦
航空会社の競争力向上のためには、グローバルな資源の活用を可能とする環境整備の
推進が必要である。
●外資規制の撤廃・緩和及びカボタージュ規制の見直しにより、一層低コストの航空
サービスを消費者に提供できるだけでなく、航空会社にとっても、世界の資本市場からの
幅広い大量な資金調達が可能となり、財務的な危機の救済策、新たな経営のノウハウの
移入、低コストの委託先の選択が可能となる。

上記規制改革の方向性
への考え方

航空自由化の進展に対応した施策として、国土交通省成長戦略（平成22年５月）に基
づき、首都圏空港（羽田・成田）の今後の容量拡大スケジュール等を踏まえ、東アジアや
ＡＳＥＡＮの国・地域を最優先にして、首都圏空港を含めたオープンスカイを積極的かつ
戦略的に推進していくこととしている。

カボタージュについては、国際民間航空条約（シカゴ条約）において、これを留保する権
利が認められており、オープンスカイを標榜している米国を含め、ほぼ全ての国・地域に
おいて禁止されており、相互主義の観点から、慎重に対応する必要がある。更に、航空
機については、シカゴ条約に基づいて、当該航空機の登録国が一元的に監督することと
なっており、外国航空機による国内有償運送を認めた場合、当該外国航空機に、本邦航
空会社に求めているものと同等の安全、保安、環境等に関する基準を遵守させることが
困難となる。以上により、現時点でカボタージュを開放することは適切でないと考えてい
る。これを受け、外資規制についても引き続き維持することが必要であると考えている。

【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

―

【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等

【問題点】
カボタージュについては、オープンスカイを標榜している米国を含め、ほぼ全ての国・地
域において禁止されており、相互主義の観点等から、慎重に対応する必要がある。航空
機についても、外国航空機による国内有償運送を認めた場合、当該外国航空機に、本邦
航空会社に求めているものと同等の安全、保安、環境等に関する基準を遵守させること
が困難となる。
なお、外資規制を撤廃した場合、カボタージュの実効性を担保することが困難となる。

【補完措置】
なし



【その他（物流・運輸） 11】

航空協定の多国間化

担当府省 国土交通省

担当局名 航空局

担当課・室名 国際航空課

目的 領域主権の確保のため。航空会社の公正な競争環境の確保のため。

対象 定期国際航空輸送

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

―

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯

―

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
航空協定は、伝統的に、二国間協定の形態をとっている。

【根拠法令】

所
管
省
庁

規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

規制改革の方向性（事務
局記載）

航空協定について、多国間協定で対応すべき。

●世界の国際航空輸送市場の自由化が進んでいるなか、二国間協定を改訂して
自由化協定を結ぶのは時間を要する。
●「第三国」との権利調整が必要な第５・第７の自由化は、これまでのような二国間
交渉では困難である。
●まずは、ASEANの多国間協定に日本が参加する可能性を検討し、順次、日中韓
などの多国間協定に向けて努力すべき。

上記規制改革の方向性へ
の考え方

国土交通省成長戦略（平成22年5月）に基づき、首都圏空港（羽田・成田）の今後
の容量拡大スケジュール等を踏まえ、東アジアやＡＳＥＡＮの国・地域を最優先にし
て、首都圏空港を含めたオープンスカイを積極的かつ戦略的に推進していくこととし
ている。

多国間での合意の枠組みを追求した場合、同一の地域内においても、安全、保安
等の監督体制に懸念がある国、オープンスカイに必ずしも積極的でない国、航空産
業自体が未成熟な国等、各国により事情が異なっており、こうした問題から協議の
進捗が遅れるおそれがある。従って、我が国としては、まずはオープンスカイに積極
的な国・地域との間でこれを実現すべく、積極的かつ戦略的に二国間交渉を推進し
ていくこととしている。

【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

―

【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等

【問題点】
多国間の枠組みでは、個別の国に係る問題から、合意の形成に時間を要し、本

来オープンスカイに積極的な国との合意形成までも遅れるおそれがある。また、拙
速に多国間の枠組みで合意した場合には、安全、保安等の監督体制に懸念がある
国の航空企業も含めて我が国に乗り入れることが可能となってしまうおそれがあ
る。

【補完措置】
なし



【その他（物流・運輸） 12】
空港と管制の独立採算化・民営化

担当府省 国土交通省
担当局名 航空局

担当課・室名
１．首都圏空港課、近畿圏・中部圏空港政策室
２．空港政策課
３．保安企画課

目的
１及び２ 空港の設置及び管理を効率的に行うため。航空輸送の円滑化を図り、も
つて航空の総合的な発達に資するため。
３ 安全かつ円滑な航空交通の確保のため。

対象

１ 会社が設置及び管理する空港
２ 国土交通大臣又は地方公共団体が設置し及び管理する空港
３ 航空交通管制区及び航空交通管制圏を航行する航空機、空港等の業務に従事
する者

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠
がある場合、併せて記
載

１．関西国際空港株式会社法（昭和59年法律第53号）第4条
２．空港法（昭和31年法律第80号）第4条、第5条
３．航空法（昭和27年法律第231号）第96条第1項、第2項

規制・制度の制定時
期、主な改正経緯

１．昭和59年：関西国際空港株式会社法制定
２．昭和31年：空港法制定
３．昭和27年：航空法制定

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
１．完全民営化が予定されている３空港
関空：政府に過半数の株式保有義務を課している。
成田・中部：政府が株式を保有している。
２．３空港以外の空港
空港法により、国及び地方公共団体による空港管理を定めており、特別会計に関
する法律により、空港整備勘定の歳入・歳出を定めている。
３．航空管制に関しては、基本的に国が管理する前提となっている

【根拠法令】
空港法

所
管
省
庁

規制改革の方向性（事
務局記載）

１．完全民営化が予定されている３空港（成田、関空、中部）
空港会社等の経営の自由度の向上と自主性・創意工夫等の発揮の観点から、国
の関与を必要最小限にし、なるべく自由な資本構成を確保すべき。空港航空管制
は空港ごとに実施すべき。
２． ３空港以外の空港
空港整備勘定（旧空港整備特別会計）を解体し、各空港を独立採算の株式会社に
改組した上で、非航空系施設、空港航空管制と一体化して民営化すべき。
３．航空管制
日本の民間航空管制に関しては運輸省航空局が担ってきたが、その技術力の強
化やリソースのバランスを掛かる費用に対して最適化するためには、民営化すべ
き。（現在掛かっている８３０億円のコストを仮に２割削減すると１６６億円の効果が
創出される）

●空港と管制が民営化されることにより、不必要に過大な投資の抑制や効率的な
運営が可能となり、利用者負担の公平化と航空会社の不必要な負担の抑制につな
がる。



規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

上記規制改革の方向
性への考え方

１．成田国際空港については、国土交通省成長戦略(平成22年5月)において取りま
とめられた、「これまで完全民営化の方向性が議論されてきた、成田国際空港株式
会社の経営の在り方については、今後、首都圏空港における容量拡充の推移、全
国の空港経営の在り方に関する議論も踏まえ、成田空港のアジアにおけるハブ空
港としての地位確立に向けて、民営化戦略、手順が検討されるべきである」との方
針を受け、今後、所要の検討を行う必要があるものと認識している。

関西国際空港についても、国土交通省成長戦略において、早期に政府補給金へ
の依存体質から脱却し、1.3兆円を超える債務を返済することにより、健全なバラン
スシートを構築することを目標とし、これを通じてＬＣＣ誘致や貨物ハブ機能強化等
に向けた前向きな投資の実行、競争力・収益力の強化を行い、首都圏空港と並ぶ
国際拠点空港として再生する必要があるとの方針を取りまとめたところ。 具体的に
は、関西国際空港の事業価値のみならず、大阪国際空港（伊丹空港）の事業価値
や不動産価値をフル活用することも検討することとし、実際のスキームとしては、両
空港の経営統合を先行させつつ、両空港の事業運営権を一体で民間にアウトソー
スする手法を基本に、関西国際空港・大阪国際空港（伊丹空港）の事業価値の最
大化に向けた具体的方策を検討することとしている。

中部国際空港については、開港後５年を経過したばかりであるため、今後の需要
動向を踏まえつつ、長期的経営の動向、財務状況を見極める必要があり、また、地
元関係者と協力しながら、更なる利用促進や経営改善に向けた取り組みを充実さ
せていく必要があるため、現時点では、完全民営化を実施できる段階ではない。

２．空港運営の抜本的効率化を図るため、空港の経営一体化、民間への経営委
託・民営化について、有識者による検討会を立ち上げるという国土交通省成長戦略
に基づき、「空港運営のあり方に関する検討会」を平成22年12月より順次開催する
こととしている。

３．航空管制業務は、航空機の安全かつ円滑な航空交通を確保するため、離着陸
の許可や飛行方法の指示などを行うものであって、交通警察と同様の性格を有す
る公権力の行使であり、特にハイジャック・テロ等が発生した場合には、国家的見
地からの対応が必要となる高度な危機管理の性格を帯びることとなる。

また、航空管制業務は航空機の安全運航の根幹を支えるものであり、社会の景
気動向や企業の財務状況に左右されることなく、常に安定的な業務提供を行うこと
が極めて強く求められる。

さらに、我が国の空域においては、自衛隊や在日米軍が使用する空域が複雑に
入り組んでおり、自衛隊や米軍との間で様々な運用を随時実施することが不可欠
である。

従って、航空管制業務を民間企業等、国以外の主体に行わせることについては、
慎重な検討が必要と考えられる。

【対応可能性のある場
合】見直し予定及びそ
の内容

１．成田国際空港については、国土交通省成長戦略において、「これまで完全民営
化の方向性が議論されてきた、成田国際空港株式会社の経営の在り方について
は、今後、首都圏空港における容量拡充の推移、全国の空港経営の在り方に関す
る議論も踏まえ、成田空港のアジアにおけるハブ空港としての地位確立に向けて、
民営化戦略、手順が検討されるべきである」とされており、今後、所要の検討を行う
必要があるものと認識している。

関西国際空港は、平成23年の通常国会に関西国際空港・大阪国際空港（伊丹空
港）の経営統合に係る関連法案を提出するべく、必要な準備を行っているところ。

２．国土交通省成長戦略に基づき、「空港運営のあり方に関する検討会」により、お
おむね1年程度を目処に結論を得ることとしている。

【対応困難とする場合】
要望へ対応した場合に
生じる問題点及び問題
点に対する補完措置
の有無等

【問題点】
３．航空管制業務を民間企業など国以外の主体に行わせた場合、上記の考え方に
より慎重な検討が必要と考えられる。

【補完措置】
航空管制業務については、空域再編、新システムの導入、業務拠点の集約、民

間委託の拡充等を行っており、航空交通量が大幅に増加している中で、航空管制
官等の定員の抑制に努めている。引き続き、行政の効率化、スリム化に取り組んで
いく。



【その他（物流・運輸） 13】

空港使用料の自由化・市場化

担当府省 国土交通省

担当局名 航空局

担当課・室名 総務課企画室

目的 受益と負担の観点から、滑走路利用の対価等を徴収するため。

対象 航空機の離着陸、停留又は格納のための施設で国の管理するものを使用する者

上記規制改革の方向性へ
の考え方

空港の使用料のあり方について、国土交通省成長戦略において、「空港整備勘定
の抜本的な見直しとして、小型機の着陸料を可能な限り軽減するなど、時代の要請
に応えた着陸料体系を構築する。」とされていることを踏まえ、検討を進める。また、
空港運営の抜本的効率化を図るため、空港の経営一体化、民間への経営委託・民
営化について、有識者による検討会を立ち上げるという国土交通省成長戦略に基
づき、「空港運営のあり方に関する検討会」を平成22年12月より順次開催することと
している。

【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

上述の通り、空港の使用料のあり方について、国土交通省成長戦略において、時
代の要請に応えた着陸料体系を構築するとされていることを踏まえ、検討を進め
る。

空港運営の抜本的効率化を図るため、「空港運営のあり方に関する検討会」を平
成22年12月より順次開催することとしている。

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

空港管理規則（昭和27年運輸省令第44号）第11条
国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示（昭和45年運輸
省告示第76号）

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯

昭和27年：航空庁告示第5号により空港使用料を設定
昭和45年：告示全部改正
平成15年：告示改正（特別着陸料を設定）
平成16年：告示改正（保安料を設定）
平成21年：告示改正（着陸料の軽減を拡充）
平成22年：告示改正（着陸料の単価を変更）

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
空港整備・運営のために航空利用客から徴収される燃料税や空港使用料収入は、
空港整備特別勘定を通じて、各空港の利用と無関係に徴収され、かつ再配分され
る。また、各空港で徴収される空港使用料は、各空港の裁量性がとぼしく、航空機
の重量に基づいた体系にかたよっている。

【根拠法令】
空港管理規則
国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示

所
管
省
庁

規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

規制改革の方向性（事務
局記載）

空港整備勘定の解体とあわせて、時間帯別料金制度や旅客の数に対応した使用
料など、需要等に対応した弾力的な空港使用料の設定を空港に認めべきである。

●各空港の自立的対応を促すことになる。
●空港の収入確保、混雑空港における発着枠の有効活用につながる。

【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等

―



【その他（物流・運輸） 14】

空港発着枠の自由化・市場化

担当府省 国土交通省

担当局名 航空局

担当課・室名 総務課企画室・航空事業課

目的

（空港使用料）
受益と負担の観点から、滑走路利用の対価等として徴収するため。

（発着枠配分）
航空機の航行の安全の確保、利用者利便の増進のため。

対象

（空港使用料）
航空機の離着陸、停留又は格納のための施設で国の管理するものを使用する者

（発着枠配分）
混雑空港を使用して国内定期航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業
者

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

（空港使用料）
空港管理規則（昭和27年運輸省令第44号）第11条
国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示（昭和45年運輸
省告示第76号）

（発着枠配分）
航空法（昭和27年法律第231号）第107条の3第1項

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯

（空港使用料）
昭和27年：航空庁告示第5号により空港使用料を設定
昭和45年：告示全部改正
平成15年：告示改正（特別着陸料を設定）
平成16年：告示改正（保安料を設定）
平成21年：告示改正（着陸料の軽減を拡充）
平成22年：告示改正（着陸料の単価を変更）

（発着枠配分）
平成11年：航空法第107条の3第1項制定

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
混雑空港においては、国が発着枠の配分を、市場価値と必ずしも一致しない形で
配分している。

【根拠法令】
航空法

所
管
省
庁



規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

規制改革の方向性（事務
局記載）

時間帯別料金制度をはじめとする需要等に対応した弾力的な空港使用料の設定を
認めるとともに、航空会社間の発着枠取引を認めるべきである。将来的には、混雑
空港における発着枠については、その有効活用を図る観点から、競争入札を目標
とすべきである。

●混雑空港における発着枠の有効活用につながる。

上記規制改革の方向性へ
の考え方

（空港使用料）
国土交通省成長戦略において、空港の使用料のあり方について、「空港整備勘定

の抜本的な見直しとして、小型機の着陸料を可能な限り軽減するなど、時代の要請
に応えた着陸料体系を構築する。」とされていることを踏まえ、検討を進める。また、
空港運営の抜本的効率化を図るため、空港の経営一体化、民間への経営委託・民
営化について、有識者による検討会を立ち上げるという国土交通省成長戦略に基
づき、「空港運営のあり方に関する検討会」を平成22年12月より順次開催することと
している。

（発着枠配分）
国土交通省成長戦略において、「羽田の発着枠の配分については、市場メカニズ

ムの導入可能性を調査することを通じて、航空会社の事業展開の自由度を高めつ
つ、真に必要なネットワークの維持や競争環境の確保を通じた利用者利便の向上
といった公共的価値も併せて実現できる手法について検討を行い、平成23年度中
に新たな手法を確立した上で、平成25年度に予定されている増枠分の配分を行う」
とされており、これに基づき検討を進めていく。

【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

（空港使用料）
空港の使用料のあり方について、国土交通省成長戦略会議報告書において、時

代の要請に応えた着陸料体系を構築するとされていることを踏まえ、検討を進め
る。

（発着枠配分）
東京国際空港の発着枠について、平成23年度中に新たな手法を確立した上で、

平成25年度に予定されている増枠分の配分を行う。

【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等

―



【その他（物流・運輸） 15】

離島航空・離島航路に対する補助制度の改革

担当府省 国土交通省

担当局名 航空局・海事局・総合政策局

担当課・室名 航空事業課・内航課・交通計画課

目的

【離島航空路】離島における住民の生活に必要な旅客輸送の確保並びに離島にお
ける空港の効率的な利用及び整備に資するため。
【離島航路】離島住民や生活必需品を輸送する上で不可欠な交通手段である離島
航路の維持・改善を図るため。

対象

【離島航空路】経常損失を計上した離島路線のうち、最も日常拠点性を有し、船舶
等の主たる代替交通機関により２時間以上、２社以上の競合路線でないこと。
【離島航路】離島航路事業者（本土と離島又は離島間を結ぶ唯一の航路であって、
かつ、赤字となっている離島航路）

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

【離島航空路】特別会計に関する法律附則第５３条第２項
航空機等購入費補助金交付要綱
【離島航路】離島航路整備法第３条

規制・制度の制定時期、主
な改正経緯

【離島航空路】昭和４７年 機体取得に係る補助金制度制定
平成１１年 運航費に係る補助制度制定
【離島航路】昭和27年度 離島航路整備法制定

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
離島航空に対する補助制度は、離島住民の生活にとって極めて重要であり、国民
全体で維持を図るべきであるにもかかわらず、空港整備勘定の中で処理されてい
る。また、離島航路と離島航空は代替的であるにもかかわらず、別の補助制度と
なっている。

【根拠法令】
特別会計に関する法律附則
離島航路整備法

所
管
省
庁

規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

規制改革の方向性（事務
局記載）

離島航空に対する補助制度について、一般会計予算で対応すべきである。また離
島航空と離島航路の予算・補助制度を一括すべきである。

●離島住民の生活の維持は、国民全体で対応すべきことであり、航空利用者のみ
に負担させるべきではない。したがって、空港整備勘定ではなく、一般会計予算で
対応すべきである。また、離島航路と離島航空は代替的であるので、両者の予算を
一括し、両者を併せた総合的な離島交通対策を講ずるべきである。
●最終的には、国から自治体への補助制度を、交通、通信などすべてを含めて一
括化すべきであるが、まずは、離島航路と離島航空といった、比較的影響の小さい
ところから一括化をすすめるのが現実的である。

上記規制改革の方向性へ
の考え方

平成２３年度予算要求において、空港整備勘定で措置している離島航空の運航費
補助について抜本的に見直し、離島航路支援を含む地域の主体的な地域公共交
通の確保・維持・改善の取組みに対し、国が一体的に支援する制度を要望する。

【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

平成２３年度予算の「元気な日本復活特別枠」において、「地域公共交通確保維
持改善事業」を要望している。

【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等
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ビジネスジェットの利用促進に資する規制緩和

担当府省 国土交通省

担当局名 航空局

担当課・室名 企画室・運航課・国際航空課

目的 輸送の安全の確保のため。領域主権の確保のため。国際航空の受入れ体制の確保のため。

対象 本邦航空運送事業者、外国航空機の運航者

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

航空法（昭和27年法律第231号）第104条、航空法施行規則（昭和27年運輸省令第56号）第214条
航空法第126条第５項、航空法第127条、航空法第130条の２、航空法施行規則第230条の２、航空
法施行規則第231条、航空法第234条の２、航空法第126条第５項の国土交通大臣の許可を必要と
しない空港等の指定に関する告示

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯

【航空法第104条】 昭和27年：制定、平成11年：最終改正
【航空法施行規則第214条】 昭和29年：制定、平成20年：最終改正
【航空法第126条第5項】 昭和27年：制定、昭和29年：最終改正
【航空法第127条】 昭和27年：制定、昭和29年：最終改正
【航空法第130条の２】 昭和29年：制定、昭和29年：最終改正
【航空法施行規則第230条の２】 昭和29年：制定、平成16年：最終改正
【航空法施行規則第231条】 昭和27年：制定、平成13年：最終改正
【航空法施行規則第234条の２】 昭和29年：制定、平成17年：最終改正
【航空法第126条第5項の国土交通大臣の許可を必要としない空港等の指定に関する告示】 平成
12年：制定、平成22年：最終改正
など

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
１．航空法において、定期航空運送事業と小型機のオンディマンドチャーターが同じ事業区分となっ
ており、両者に同等程度の参入基準及び運航・整備基準が適用される。
２． 航空法により、外国籍航空機の国内への飛来及び国内移動において、下記の手続が必要。
①国際線の乗入指定空港以外に乗入れる場合は、事前申請期間内（商用は３日前等）に許可が必
要。
②海外から有償運航で日本に乗入れる場合は、事前申請期間内（商用は３日前等）に許可が必
要。
③外国籍自家用機が国内移動をする場合は、事前申請期間内（商用は３日前等）に許可が必要。

【根拠法令】
航空法

所
管
省
庁



１．日本籍機のビジネスジェットの増加に向けて、安全を十分確保しつつ、米国のFAR Part135を参
考にして包括的基準を導入すべきである。それが困難である場合は、関係者からの要望等を踏ま
え、「操縦士ライセンスの手続き」「乗務割の基準」「装備品（FDR）」等の個別の項目について、順
次、小型機のオンディマンドチャーターを対象とした基準を導入すべきである。
２．
①県営名古屋空港、神戸空港等のビジネス航空向けのサービスを提供している空港を国際線の乗
入指定空港とする。それが困難である場合は、国際線の乗入指定空港以外の乗入れにおける事前
申請期間の短縮を含めた手続の簡素化。
②外国籍航空機による有償運航での日本への乗入れにおける事前申請期間の短縮を含めた手続
の簡素化。
③外国籍自家用機の国内移動における、事前申請期間の短縮（事後報告制度化等）を含めた手続
の簡素化。

●企業活動がグローバル化する中で、ビジネス旅程の柔軟な組み立て・変更、機密性の確保、移
動時間の有効活用等の理由から、ビジネスジェットの利用が欧米を中心に世界的に広く普及してい
る。一方、我が国におけるビジネスジェットの利用は、自家用運航、オンディマンドチャーター共に、
諸外国に比べ、活用が進んでいない。（全世界で、約29,000機のビジネスジェットの内、北米19,000
機、欧州約3,000機に対して、日本は55機のみ。）国内企業の円滑なビジネス活動を後押しするだけ
でなく、海外からの受入体制を整備することで、国内投資促進、また我が国のアジアビジネス拠点
化の観点からも、ビジネスジェットの利用促進が必要である。
●米国等では、オンディマンドチャーターに対して定期航空と異なる基準を適用している一方、我が
国の小型機のオンディマンドチャーター事業における参入基準及び運航・整備基準は、定期航空運
送事業と同等程度の基準となっており、コスト面等における負担から日本籍のビジネスジェットの普
及の障害となっている。
●平成２０年に一部の規制緩和（ETOPS規制）がなされているが、その他の項目について、ビジネ
スジェットの利用促進に資する十分な進展は見られていない。

●外国籍航空機が日本へ飛来または日本国内を移動するにあたり、事前申請期間や手続の問題
により、即時の飛来というビジネスジェットの大きなメリットが減殺され、日本への飛来促進の障害と
なっている。また、海外から見ると、発着枠申請などの諸手続がわかりづらく、時間を費やして調べ
ても、希望する日時に発着枠がなく、日本への乗入を断念する例もある。外国からのビジネスジェッ
トの飛来促進のためには、県営名古屋空港、神戸空港等のビジネス航空向けのサービスを提供し
ている空港の有効活用と共に、事前申請期間の短縮を含めた手続の簡素化が必要である。また、
米国においては、外国籍機が指定された空港において出入国を行うことで、入国後は米国内を事
前許可や承認を得ずとも自由に運航できることを踏まえ、国内運航における事後報告制度化等の
事前申請期間の短縮を含めた手続の簡素化が必要である。
●国際線の乗入指定空港とするためには、近隣空港との位置関係を考慮する必要がとの見解もあ
るが、県営名古屋空港、神戸空港等は、空港設備や出入国手続き等の観点からも、ビジネスジェッ
ト等の発着において、基幹空港よりもメリットがあり、ビジネスジェット等に限って指定空港化する等
の対応が可能である。また、CIQ等の行政コストの増大につながるとの見解もあるが、行政コストに
ついては、CIQ職員の兼務等の方策を含め、コスト削減を検討すべきである。

規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

規制改革の方向性（事務
局記載）

上記規制改革の方向性
への考え方

１．小型ビジネスジェット機によるチャーター事業に係る規制に関しては、国際民間航空条約附属書
に定められた国際標準への適合を前提とし、その上で米国の基準と我が国の基準に差異がある規
制に関しては、必要に応じて今後見直しを検討してまいりたい。
２．
①：指定空港の指定のあり方については、外国航空機に頻繁に利用されることが想定され、かつ空
港政策、航空保安、運航の安全、ＣＩＱ受入体制等の観点から適切な空港に限って指定すべきであ
り、このような観点から、引き続き、国際定期便の離着陸に使用されている、又は、使用される予定
がある空港を指定することが適切であると考えている。
②及び③：外国航空機の国内使用に係る許可及び本邦内地点と本邦外地点との間の外国航空機
による有償運送に係る許可については、ビジネスジェット等の受入れに関する環境を整備するた
め、商用上緊急やむを得ない事由がある場合には、原則、運航の３日前とされている申請期限を特
別に24時間前とする制度の見直しを平成22年10月29日に行ったところである。
他方、指定外空港における離着陸の許可申請については、外国航空機の受け入れに係る関係省
庁との連絡・調整を行う必要があることから、引き続き現行の申請期限の原則を維持することが適
切であると考えている。

【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

１．必要に応じて見直しの検討を行う。
２．―

【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等

２．
【問題点】
国際航空業務を行う体制が十分に整っていない空港において申請期間を短縮した場合、外国航
空機の受け入れのための関係省庁間の必要な連絡・調整を適切に行えず、混乱をきたすおそれが
ある。

【補完措置】
なし
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CIQの合理化

担当府省 財務省

担当局名 関税局

担当課・室名 監視課

目的
関税、消費税、地方消費税等の賦課及び徴収
関税に関する法令の規定による輸出入貨物、航空機、旅客等の取締り

対象 輸出入貨物及び航空機旅客

所
管
省
庁

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
CIQが常駐していない空港を使用する場合は、各CIQ(税関・入国管理・
検疫）に対して、事前申請が必要となっている。また、CIQが常駐してい
る空港においても、対応時間が制限されている場合がある。

【根拠法令】

【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

  税関においては、従前より、職員が常駐していない地方空港への入
港の要請がある場合には、近隣官署から職員を派遣するなど柔軟に対
応してきている。今後も、要請に応じて適切に対応してまいりたい。

【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等

ＣＩＱ業務の兼務に関しては、テロリスト等の上陸を阻止する入国審
査、病原菌等の流入を防ぐ検疫検査、関税等の徴収や銃器・不正薬物
等の密輸を取り締まる税関検査においては、それぞれが所管する法律
の知識のみならず当該業務にかかる高度な専門知識も必要とされる。
多岐に渡り高度な専門性が必要とされるＣＩＱ業務をひとりの職員に行
わせると、かえって業務が非効率になり水際における適切なＣＩＱ関連
業務が実施されず、テロリストや病原菌、不正薬物等の流入により国
民生活の安全・安心を脅かすことになりかねない。

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

財務省設置法第4条第24号及び第25号

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯

規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

規制改革の方向性（事務
局記載）

CIQ体制の機動性・効率性を高めるため、一人の職員により対応が可
能な範囲において、複数府省にまたがるCIQ業務を一人の職員で可能
とするよう、兼務を弾力的に認めるべきである。

●ビジネスジェット等により、CIQが常設していない地方空港を利用する
際に、以下の問題により、希望する日程で運航ができない場合があり、
地方空港への就航の障害となっている。
・ ３日前等の事前申請期間の存在（神戸空港では検疫は14日前の申
請が必要とされている）
・ 期間内に申請をしてもCIQ体制が揃わないことがある（「対応者がい
ないため、運航はやめてくれ」と言われた例もあり）
●各CIQは専門的業務ではあるが、一人の職員により対応が可能な範
囲において兼務を認め、問題がある場合は、専門知識を有している職
員が対応することにより、安全対策としても対応可能。

上記規制改革の方向性へ
の考え方

税関においては、従前より、職員が常駐していない地方空港への入
港の要請がある場合には柔軟に対応してきている。今後も、要請に応
じて適切に対応してまいりたい。



【その他（物流・運輸） 17】

CIQの合理化

担当府省 法務省

担当局名 入国管理局

担当課・室名 入国管理企画官室

目的 出入国の公正な管理を図るため

対象 外国人

所
管
省
庁

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規制改革事項（事務局
記載）

規制の概要（事務局記
載）

【概要】
CIQが常駐していない空港を使用する場合は、各CIQ(税関・入国管
理・検疫）に対して、事前申請が必要となっている。また、CIQが常駐
している空港においても、対応時間が制限されている場合がある。

【根拠法令】

【対応可能性のあ
る場合】見直し予
定及びその内容

【対応困難とする
場合】要望へ対応
した場合に生じる
問題点及び問題
点に対する補完措
置の有無等

上記考え方に記載

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に
根拠がある場合、
併せて記載

出入国管理及び難民認定法第六条第二項

規制・制度の制定
時期、主な改正経
緯

昭和26年

規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

規制改革の方向
性（事務局記載）

CIQ体制の機動性・効率性を高めるため、一人の職員により対応が
可能な範囲において、複数府省にまたがるCIQ業務を一人の職員で
可能とするよう、兼務を弾力的に認めるべきである。

●ビジネスジェット等により、CIQが常設していない地方空港を利用
する際に、以下の問題により、希望する日程で運航ができない場合
があり、地方空港への就航の障害となっている。
・ ３日前等の事前申請期間の存在（神戸空港では検疫は14日前の
申請が必要とされている）
・ 期間内に申請をしてもCIQ体制が揃わないことがある（「対応者が
いないため、運航はやめてくれ」と言われた例もあり）
●各CIQは専門的業務ではあるが、一人の職員により対応が可能な
範囲において兼務を認め、問題がある場合は、専門知識を有してい
る職員が対応することにより、安全対策としても対応可能。

上記規制改革の
方向性への考え
方

○ 地方経済活性化の一環としての地方空海港における外国人観
光客・ビジネスマン等の受入促進に際して，テロリスト・犯罪者等の
入国を阻止する等の水際管理の機能を法令に従い適切に果たして
いくためには，専門的能力と経験を積んだ職員が集中して上陸審査
を行うことが必要であり，そうした職員の人員体制の強化を図ること
が肝要であるところ，同様に専門的能力・経験を要するＣＱの業務ま
で併せて一人の職員が行うこととすることはそもそも困難であって,結
局水際管理の機能を極めて不十分なものとするとともに効率性も阻
害することとなる。
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CIQの合理化

担当府省 厚生労働省

担当局名 健康局

担当課・室名 結核感染症課

目的
国民の健康保持のため国内に常在しない感染症の病原体が、船舶又は航空機を
介して国内に侵入することを最大限防止する

対象 外国を発航し、又は外国に寄港して来航した船舶又は航空機

所
管
省
庁

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
CIQが常駐していない空港を使用する場合は、各CIQ(税関・入国管理・検疫）に対し
て、事前申請が必要となっている。また、CIQが常駐している空港においても、対応
時間が制限されている場合がある。

【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等

○仮に法改正を行って各省庁間の併任等によりＣＩＱ業務を一人の職員で行うこと
を可能とした場合、専門的な各業務に十分な対応ができず、かえって業務の実効
性や効率性が損なわれるおそれが高い。この結果、水際における適切なＣＩＱ関連
業務が実施されず、検疫感染症の侵入等により国民生活に重大な損害を与えるこ
とも想定される。

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

検疫法（昭和26年法律第201号）、検疫法施行令（昭和26年政令第377号）、検疫法
施行規則（昭和26年厚生省令第53号）、検疫法第８条第４項の規程による検疫区域
（昭和26年厚生省告示第299号）等

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯

明治12年海港虎列刺病伝染予防規則公布、明治30年伝染病予防法公布、明治32
年海港検疫法公布、昭和2年航空検疫規則公布。

昭和26年6月検疫法（法律第２０１号）を公布、現在の検疫制度が開始される。

規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

規制改革の方向性（事務
局記載）

CIQ体制の機動性・効率性を高めるため、一人の職員により対応が可能な範囲に
おいて、複数府省にまたがるCIQ業務を一人の職員で可能とするよう、兼務を弾力
的に認めるべきである。

●ビジネスジェット等により、CIQが常設していない地方空港を利用する際に、以下
の問題により、希望する日程で運航ができない場合があり、地方空港への就航の
障害となっている。
・ ３日前等の事前申請期間の存在（神戸空港では検疫は14日前の申請が必要とさ
れている）
・ 期間内に申請をしてもCIQ体制が揃わないことがある（「対応者がいないため、運
航はやめてくれ」と言われた例もあり）
●各CIQは専門的業務ではあるが、一人の職員により対応が可能な範囲において
兼務を認め、問題がある場合は、専門知識を有している職員が対応することによ
り、安全対策としても対応可能。

上記規制改革の方向性へ
の考え方

対応困難
○国内に常在しない感染症の侵入を防ぐ検疫、関税等の徴収や銃器・不正薬物等
の取締を実施している税関検査、旅券の査証等により上陸の可否を判断する入国
審査については、それぞれに関係する法律の知識のみならず、当該業務における
実務上の高度な専門知識も必要とされる。
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CIQの合理化

担当府省 農林水産省

担当局名 消費・安全局

担当課・室名 植物防疫課検疫対策室、動物衛生課国際衛生対策室

目的
輸出入植物等を検疫し、植物に有害な動植物のまん延を防止し、もって農業生産
の安全及び助長を図ること
家畜の伝染性疾病のまん延を防止することにより畜産の振興を図ること

対象 農産物、動物・畜産物

所
管
省
庁

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
CIQが常駐していない空港を使用する場合は、各CIQ(税関・入国管理・検疫）に対
して、事前申請が必要となっている。また、CIQが常駐している空港においても、対
応時間が制限されている場合がある。

【根拠法令】

【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等

植物検疫では、植物病理学、昆虫学等に関する高い専門的知見が必要であり、動
物検疫では獣医学、畜産学等に関する高い専門的知見が必要である。仮にこれら
の専門性を持たない職員がCIQ業務を一人で行うことになった場合、水際における
適切な検疫が実施されない結果、ミバエ類などの植物の病害虫や、口蹄疫などの
家畜の伝染性疾病の我が国への侵入を許し、我が国の農畜産業及び国民生活に
甚大な被害を与えるおそれがある。

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

植物防疫法第8条第１項
家畜伝染病予防法第40条第１項

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯

昭和25年5月4日（植物防疫法）
昭和26年5月31日（家畜伝染病予防法）

規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

規制改革の方向性（事務
局記載）

CIQ体制の機動性・効率性を高めるため、一人の職員により対応が可能な範囲に
おいて、複数府省にまたがるCIQ業務を一人の職員で可能とするよう、兼務を弾力
的に認めるべきである。

●ビジネスジェット等により、CIQが常設していない地方空港を利用する際に、以下
の問題により、希望する日程で運航ができない場合があり、地方空港への就航の
障害となっている。
・ ３日前等の事前申請期間の存在（神戸空港では検疫は14日前の申請が必要とさ
れている）
・ 期間内に申請をしてもCIQ体制が揃わないことがある（「対応者がいないため、運
航はやめてくれ」と言われた例もあり）
●各CIQは専門的業務ではあるが、一人の職員により対応が可能な範囲において
兼務を認め、問題がある場合は、専門知識を有している職員が対応することによ
り、安全対策としても対応可能。

上記規制改革の方向性へ
の考え方

それぞれ全く異なる内容であり、高度な専門性が必要であるCIQ業務を職員が兼
務することは不可能。(事前申請により、効率的な職員の活用を図りたい)
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国際航空協定に関する独占禁止法適用除外制度の見直し

担当府省 国土交通省

担当局名 航空局

担当課・室名 航空事業課

目的 航空輸送ネットワーク形成及び利用者利便の増進

対象 国際航空に係る航空運送事業者間の協定

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

航空法第１１０条
航空局長通達「国際航空に関する独占禁止法適用除外制度の運用について」（平
成２２年６月７日付け国空事第１３２号）

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯

昭和２７年法制定
平成９年法改正：認可対象を限定・具体的な公取の関与規定を設定
平成１１年法改正：国際航空カルテルの公取通知の規定・公取からの措置請求権
の設定
平成２２年通達：認可対象の大幅な縮小

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
価格、数量、販路等のカルテルは、独占禁止法上は原則として禁止されているが、
我が国の航空会社が他の航空会社と行う運賃協定等の運輸に関する協定につい
ては、独占禁止法の適用が除外されている

【根拠法令】
航空法第１１０条

所
管
省
庁

規
制
改
革
要
望
等

規制改革の方向性（事務
局記載）

独占禁止法適用除外制度について、適切なアライアンス間競争を確保できるよう配
慮した上で、廃止すべきである。
●航空産業が成熟化し、航空自由化が進展する中で、ＥＵ、米国、豪州において、
国際航空における航空会社間の運輸協定に関する競争法の適用除外の廃止・、見
直しといった動きが出てくるなど、これら協定と競争法の関係をめぐる状況に大きな
変化が生じており、平成11年の見直しの際に国際航空協定に関する独占禁止法適
用除外制度を維持した理由（諸外国においても競争法からの適用除外が認められ
ていること）は、現時点において適用除外制度を維持する理由として成立していな
い。
●さらに、現在、オープンスカイの進展を受けて、航空会社間で提携深化協定を締
結する動きがあるところ、同提携深化協定は、航空会社間の運賃・スケジュールの
調整や収入プールをしようとするものであり、事実上、航空会社間の企業結合に近
い。この提携深化協定が独占禁止法の適用除外の対象とされたため、市場におけ
る競争の制限につながり、航空運賃の高騰等、消費者の不利益につながるおそれ
がある。
●また、公正取引委員会が事後的に措置請求を行う場合、当該航空会社は、一旦
締結した協定を事後的に解消するなどの必要が生じ、航空会社にとっても不利益に
なるおそれがある。
●このような状況にかんがみると、我が国において国際航空における航空会社間
の運輸協定に関する適用除外制度を維持することの意義は低下しており、当該制
度を維持することは我が国の航空会社が積極的な国際展開を図る上での障害とな
るおそれすらあるものと考えられる。一方で、アライアンス間競争が世界的潮流とな
る中、アライアンス間の競争促進を通じた国際航空輸送の活性化は積極的に評価
されるべきである。



へ
の
対
応

上記規制改革の方向性へ
の考え方

適用除外制度は、現在認可対象である協定は、その性質上競争制限的な内容を
含む可能性があるが、協定の内容によってはアライアンス間の競争を促進し、利用
者の利便を向上させる場合（例えば、共同事業の実施による運賃低下や、乗り継ぎ
利便性の向上など）があり、具体的な協定の中身を見て判断することが広く国民の
利益になると考えられる。当該制度については、「規制改革推進のための３か年計
画（再改定）」（平成２１年３月３１日閣議決定）を踏まえ、そのあり方について検討を
行ってきたところであり、平成２２年６月に同制度の運用について見直しを行い、認
可の対象とする協定の範囲を大幅に縮小したところである。

【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

―

【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等

【問題点】
上記のとおり、諸外国における競争法適用除外の見直しの動きを踏まえつつ、本

年に同制度の見直しを行い、認可の対象とする協定の範囲を大幅に縮小したところ
である。以上の観点から現時点において同制度を廃止すべきであるとは考えていな
い。
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国内航空運賃におけるマッチング規制の廃止等の自由化の徹底

担当府省 国土交通省

担当局名 航空局

担当課・室名 航空事業課

目的 航空運送事業者間の競争の確保のため。利用者の利便の増進のため。

対象 本邦航空運送事業者が行う、旅客及び貨物の運賃及び料金の届出

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

航空法（平成27年法律第231号）第105条第1項、第2項第3号
運賃及び料金の変更命令に係る取扱要領（空事第25号平成12年）

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯

昭和27年：航空法制定
平成11年：航空法一部改正（運賃について、認可制から届出制に移行）
平成12年：通達制定

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
国内航空運賃は、届出制となっているにも関わらず、マッチング規制（既存大手が
運賃を新規参入者の運賃と同じ水準にすることを禁じた規制）等の規制が存在す
る。
【根拠法令】

所
管
省
庁

規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

規制改革の方向性（事務
局記載）

マッチング規制等の運賃規制を廃止すべきである。

●マッチング規制等の運賃規制により、本邦航空会社による自由な運賃競争の阻
害要因となっている。

上記規制改革の方向性へ
の考え方

国内航空運賃・料金に関しては、航空法第105条第1項の規定により届出制となっ
ており、ご指摘のようないわゆるマッチング規制等を設けているものではない。
また、同法105条第２項においては、他の航空運送事業者との間に不当な競争を

引き起こすこととなるおそれがある場合等に、運賃又は料金の変更を命ずることが
できる旨規定している。当該命令の具体的な要件等については、通達では、当該
路線において一定の市場支配力を有する本邦航空運送事業者が他の本邦航空運
送事業者が新たに参入した場合において、市場支配力の維持等を目的として、不
当に運賃又は料金の額を引き下げる場合を航空運送事業者間の公正な競争を阻
害するおそれのあるものとして例示しているところ。いわゆるマッチング規制のよう
に、一律に運賃及び料金の水準を規制しているものではない。

【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

―

【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等

【問題点】
上記のとおり、国内航空運賃・料金については、一律に規制を行っているもので

はない。
なお、経営体力のある航空運送事業者による略奪的な運賃又は料金の設定を認

めた場合、経営体力のない航空運送事業者を当該路線から退出させ、経営体力の
ある航空運送事業者が独占状態を確保し、これにより運賃等が高騰する等、利用
者の利便が損なわれる事態が生じるおそれがある。
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米国、欧州等先進国との航空機材、乗員資格等に関する相互承認の推進および
それに対応した整備基準の緩和

担当府省 国土交通省

担当局名 航空局

担当課・室名 技術部航空機安全課、技術部乗員課

目的
航空機及びその装備品の安全性及び環境適合性の確保のため。
乗員に必要な知識及び能力の確保のため。

対象 航空の用に供する我が国の航空機、乗員資格保有者等

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

航空法（昭和27年法律第278号）第10条、第12条、第17条、第29条
航空法施行規則（昭和27年運輸省令第56号）第50条 等

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯

昭和27年：航空法制定
平成 8年：航空法改正

平成21年4月：「航空の安全の増進に関する協定」（BASA:Bilateral Aviation Safety
Agreement）締結（米国との間で耐空性分野の認証の相互受け入れのため）

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
他国で承認された航空機材、乗員資格等について、国内で再度承認手続きが必要
とされている。
（ただし、2009年４月に、航空機材の分野について、米国と相互承認の協定を締
結。）

【根拠法令】

所
管
省
庁

規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

規制改革の方向性（事務
局記載）

米国、欧州等先進国との航空機材、乗員資格等に関する相互承認の推進および
それに対応した整備基準の緩和を図るべきである。

●コスト削減により、本邦国航空会社の国際競争力強化に資するべく、米国と2009
年４月に締結した航空機材以外の分野（乗員資格、整備施設、シミュレーター等）に
おいても、米国等との相互承認の協議を推進すべきである。また、欧州等その他の
先進国とも協議を推進すべきである。

上記規制改革の方向性へ
の考え方

米国との間では平成21年4月に航空安全協定（BASA）を締結し、耐空性分野にお
ける相互認証が可能となった。また、本協定を整備施設分野、乗員ライセンスやシ
ミュレーター分野にも拡大すべく、米国に申し入れ、調整を進めているところであ
る。

さらに、欧州についても、まず、耐空性分野における相互承認協定の締結に向け
た具体的な協議を開始したところであり、本協定の締結後にその他の分野につい
ても検討することとしている。また、その他の国についても、我が国と安全水準が同
等以上であって、相互承認のニーズが存在する国を優先して協議を開始すべく、対
象国を検討しているところである。

【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

相手国に対して協議の推進の申し入れを続けていく。

【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等

―
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海上輸送用シャーシに係る規制（車検制度、自賠責保険）の見直し

担当府省 国土交通省

担当局名 自動車交通局

担当課・室名 保障課、技術安全部技術企画課、技術安全部整備課

目的

【道路運送車両法】
道路運送車両に関し、安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全を図る
ことにより、公共の福祉を増進するため。
【自動車損害賠償保障法】
自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保
障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健
全な発達に資するため。

対象

【検査の対象となる自動車】
道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第2条第2項に規定する自動車（検査対
象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。）
【自賠責保険の加入対象となる自動車】
道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第2条第2項に規定する自動車（農耕作
業の用に供することを目的として制作した小型特殊自動車を除く。）及び同条第３
項に規定する原動機付自転車

【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等

車検期間は、技術的検証結果を総合的に勘案して見直しを行った結果、平成19年
に道路運送車両法を改正したところ、現在の車検期間は妥当と思料。貨物車は、
事故時の加害性や車輪脱落等の事故などが依然として問題となっており、車検期
間の延長は困難。
トレーラ（海上輸送用シャーシ等を含む。以下同じ。）の点検項目については、安
全・環境の担保を前提に精査し、事業用自動車の適用項目から分離して分かりや
すくする等の改正を平成19年に実施。
自賠責保険については、トレーラ単独の状態での死亡事故が発生していることか
ら、仮に、トレーラを自賠責保険の締結義務から除外すると、これらの事故の被害
者救済が困難になるため、トレーラを自賠責保険の締結義務から除外することは
困難である。

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第61条第1項
自動車損害賠償保障法（昭和30年法律第97号）第2条、第5条

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯

【道路運動車両法】
・昭和26年 道路運送車両法制定
・平成19年 二輪の小型自動車の初回の自動車検査証の有効期間を２年から３年
に延長
【自動車損害賠償保障法】
・昭和30年 自動車損害賠償保障法制定
・昭和41年 自賠責保険の加入対象となる自動車として、原動機付自転車を追加。

規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

規制改革の方向性（事務
局記載）

車検制度・期間・点検項目を見直す。自賠責保険の加入について免除又は緩和す
る。
●モーダルシフトに掛かるコストの低減により、モーダルシフトを進展させる。

上記規制改革の方向性へ
の考え方

対応困難

所
管
省
庁

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
海上輸送用シャーシは船内または港頭地区に停車している状態が長く、陸上走行
距離が短いにも関らず、車検証有効期限、自賠責加入が一般のトラックと同等に
なっている。

【根拠法令】
道路運送車両法、自動車損害賠償保障法
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沿海航行区域の拡大

担当府省 国土交通省

担当局名 海事局

担当課・室名 安全基準課

目的

・船舶が航行する海域の波や風の強さ、避難の容易さ、陸・他船からの救助の期待
度等を勘案して航行区域（平水区域、沿海区域、近海区域及び遠洋区域）を設け
ており、航行区域に応じて、船舶の安全性を確保するために必要な構造・設備基準
を定めている。
・沿海区域は、陸岸から原則20海里までの陸や灯台等を利用した航法及び海難発
生時の陸地への迅速避難を前提とした航行区域であり、限定近海区域（近海区域
のうち、沿海区域以遠の数十海里程度の海域）は、主要な港間を直行する内航船
のために設けている。

対象 船舶安全法の適用対象となる船舶

【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

安全性を確保した上で更なる航行区域の見直しを行うための調査等を実施予定
（平成23年度概算要求済）

【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等

沿海区域は、陸や灯台等を利用した航法や緊急時の陸地への迅速避難を前提と
しており、このため、原則20海里となっている。船舶の安全性確保の観点から、現
行の沿海区域の安全基準のまま単純に沿海区域を50海里程度まで拡大すること
は、安全性を担保することができないため、困難。

なお、限定近海区域は沿海区域以遠の数十海里程度の海域（近海区域のうち本
邦に近い部分）を、近海区域全域を航行区域とするものよりも簡易な設備・構造の
船舶で航行することができるよう新たに設定されたものであり、限定近海区域の安
全基準に適合する船舶であれば、国内主要港間を直線的に航行することが可能で
ある。

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

船舶安全法第２条～第５条、第９条
船舶安全法施行規則第１条第６項～第９項、第５条

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯

船舶安全法（昭和８年法律第１１号）
船舶安全法施行規則（昭和３８年運輸省令第４１号）

平成７年７月 限定近海船制度（限定近海区域）の新設
平成８年１１月 海岸に沿って沿海区域が凹入し、沿海区域を航行区域とする船

舶が極端に迂回しなければならなくなっている７海域について、沿海区域を拡大
平成１０年７月 限定近海船制度の対象を旅客船にも拡大
平成１９年３月 トカラ列島‐奄美大島間の約３海里の近海区域を沿海区域に変

更

規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

規制改革の方向性（事務
局記載）

沿海資格での航行区域を50海里程度に拡大する。
●現状の航行区域制限により、直線航行できないために航海距離、時間のロスが
発生している
●現在は、航海機器も発達しており、船舶の堪航能力も向上している。
●燃費軽減による物流効率化の推進、船舶輻輳区域を避ける事による乗組員の
負担軽減、安全面の向上に繋がる。
●航行時間の短縮・燃費向上は、CO2の排出削減にも寄与する。

上記規制改革の方向性へ
の考え方

現行の沿海区域の安全基準のまま単純に沿海区域を50海里程度まで拡大する
ことは、船舶の安全性を担保することができないため、困難。

なお、沿海区域について、船舶の安全上問題ないと認められる一部海域につい
ては拡大措置を既に実施済み。また、内航船がより省エネに資する運航を行うこと
が可能となるよう、安全性を確保した上で更なる航行区域の見直しを行うための調
査等を実施予定。

所
管
省
庁

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
沿海資格船は沿海岸から20海里以内を航海しなければならない。

【根拠法令】
船舶安全法、船舶安全法施行規則、船舶設備 規定規程ほか
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狭水道航路における制限速度、巨大船の該当要件（200ｍ超）の見直し

担当府省 国土交通省

担当局名 海上保安庁

担当課・室名 交通部安全課

目的 船舶交通がふくそうする海域（東京湾、伊勢湾、瀬戸内海）における船舶交通の安全の確保

対象 長さ200メートル以上の船舶（巨大船）、長さ50メートル以上の船舶（速力制限）

【巨大船の該当要件の見直しについて】
技術の発展等により船舶の操縦性能が向上していることは事実であるが、船舶の操縦性能は載荷状態、風、潮流等の
影響を受け、常に一定の性能を発揮することが難しく、また、航路付近における漁船の操業も行われているところ、こう
した漁船等を避けながら航行できるほど大型船舶の操縦性能が向上しているとは承知していない。
このため、長さが200mを超える巨大船に対し、規制をかける一方で避航に関する特別の地位を与えること等によりその
航行の安全確保を図っていくことは引き続き必要であり、巨大船の該当要件の見直しは困難である。

【制限速力の見直しについて】
レーダーの性能の向上等により船舶交通の安全性が向上していることは事実であるが、可航水域が限られている航路
において、船舶が高速で航行した場合、事故回避のための緊急動作を行おうとしても旋回半径や停止距離が長大とな
り、また、追越しの頻度が増加することとなるため、衝突等の危険性が増大する。さらに、漁船等の小型船は、航走波の
影響を受け転覆の危険性の増大にも繋がることとなる。
このため、航路における制限速力の見直しは困難である。

【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等

過去10年、海難は年間2,600隻程度発生し、減少傾向を示すことなく推移しており、また、船舶の大型化・高速化の進
展、日本の海域特性や航法を熟知していない外国船・外国船員の増加等、海難のリスクが高まっているという現状にあ
るなか、今後、さらに船舶交通の危険性は増大するものと考えられる。
さらに、大型の船舶により大規模海難が引き起こされた場合には、尊い人命や貴重な財産が失われるだけでなく、航路
の閉塞や交通の制限による物資輸送の滞りなど、貿易量の99.7%を海上輸送に頼る我が国の経済活動に大きな打撃と
なりかねず、また、油や危険物が流出した場合には、活発な漁業活動を妨げるばかりでなく、防除作業を含め、その被
害は甚大となり、海洋環境への影響は計り知れないものになる。
このような状況のなか、海上保安庁では、「新交通ビジョン」の検討を踏まえ、平成21年、ふくそう海域における船舶交通
の安全性の向上のほか、効率性の向上を図るための制度の新設等を内容とした、港則法及び海上交通安全法の一部
を改正する法律により、所要の改正を行ったところである。今後は、改正された法律の施行に万全を期すことにより、海
上交通の安全性と効率性の向上を図っていくこととしている。

規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

規制改革の方向性（事務
局記載）

航路制限速度を見直す。巨大船該当要件（船型、全長）を緩和する。
●技術の発展により追従性、旋回性などの操縦性能は向上しており、また船型によっても操縦性能は著しく異なる。
●航路によっては規制当初から大幅に通行量が変化、漁船の操業が減少している処もあり、また、レーダー性能の向
上、ＡＩＳの装備等により安全性が向上している。
●輸送効率の向上の為、船舶は大型化の流れにあり、また効率的な運航を実施しているが、本規制により制限を受
け、燃費低減・輸送効率アップの機会が失われている。
●航行時間の短縮・燃費向上は、CO2の排出削減にも寄与する。

上記規制改革の方向性へ
の考え方

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
現在東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の輻輳海域において１１の航路が指定され、一部の航路においては航行速度が12ﾉｯﾄ
に制限されている。また、200ｍ超の船舶は巨大船とされ、所定の航路通報や 設備の具備、エスコート船の配備が義務
付けられる他、天候・視界不良時の航行規制が厳しく適用されている。

【根拠法令】
 海上衝突予防法、海上交通安全法

所
管
省
庁

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

海上交通安全法第2条（定義）、第5条（速力の制限）、第22条（巨大船等の航行に関する通報）、第23条（巨大船等に対
する指示）

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯

海上交通安全法は、船舶交通の一般原則を定めた海上衝突予防法の特別法として、船舶交通がふくそうする海域（東
京湾、伊勢湾及び瀬戸内海）において特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行うことに
より、船舶交通の安全を図ることを目的とし、昭和47年に制定された。

平成20年には、交通政策審議会海事分科会での検討を経て、ふくそう海域における現行ルールの見直し等、海上交通
の安全確保のための施策を示す「新交通ビジョン～海上交通の安全確保に向けての新たな展開～」が取りまとめられ、
海上交通安全法についても、「新交通ビジョン」で示された施策の実現に必要な改正内容が検討された。この検討を踏
まえ、海上保安庁では、平成21年に、ふくそう海域における船舶交通の安全性の向上のほか、効率性の向上を図るた
めの制度の新設等を内容とした、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律により、所要の改正を行ったとこ
ろである。

海上交通安全法では設備の設置義務を課していないため、「設備の具備」については事実誤認である。
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内航旅客船の船舶検査制度の見直し、簡素化

担当府省 国土交通省

担当局名 海事局

担当課・室名 検査測度課

目的 日本船舶の堪航性及び人命の安全の保持

対象 日本船舶

【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

船体計画保全検査について、具体的な要望内容を確認できれば、船舶の安全性
への影響等を考慮しつつ、承認基準の見直しについて検討する。

【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

船舶安全法第5条、第8条
船舶安全法施行規則第18条

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯

【制定時期】 昭和8年
【主な改正経緯】
・平成17年、内航旅客船の安全性を維持しつつ、入渠検査間隔の弾力化による運
航コストの低減を図る観点から、「船体計画保全検査制度」を開始

規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

規制改革の方向性（事務
局記載）

海外の建造・整備技術も向上していることから、新造船検査においても国際船級
（ＮＫ）による検査を導入する。また、船体整備の状況によって、検査項目をＮＫ船
並みに緩和するとともに、船体計画保全制度の承認基準の見直しを行なう。
●内航旅客船を海外で建造する場合、検査項目の多さや相違が障害となることが
ある。
●船体計画保全検査制度については、承認基準が厳しいことや計画保全検査の
項目が多岐にわたることが、事業者にとって依然大きな負担となっている。
●内航旅客船は殆どが実質的に国内で建造されており、海外の競争力・技術力の
ある造船所を採用する事で資本コストの低減が図れる。また、技術的に安全性を
維持できる範囲で現検査項目・承認基準を緩和することにより、修繕費等の運航コ
ストの低減を図る。

上記規制改革の方向性へ
の考え方

●旅客船については、不特定多数の第三者が乗船するため、国際的にも貨物船と
比較して厳しい技術基準が課されているとともに、貨物船と異なり旅客船の検査は
多数の人命の安全確保を国として責任を持って行う必要があるため、他の海運先
進国においても日本と同様に、船級協会に委任せず、国自ら検査を行っている。
●このため、我が国としても船級協会による旅客船の検査を認めることは困難であ
るが、船体計画保全検査制度の簡素化について検討することは可能。

所
管
省
庁

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
内航旅客船はＪＧ（運輸局）による検査が義務付けられており、海外建造を行なう
場合、検査項目が多く、相違もみられる。また、2005年に船体計画保全検査制度が
導入され、船底検査等の緩和はなされたものの、承認基準が厳しく、計画保全検
査の項目が多岐にわたる。

【根拠法令】
船舶安全法ほか
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内航海運事業におけるカボタージュ規制の見直し

担当府省 国土交通省

担当局名 海事局

担当課・室名 外航課

目的 国家の安全保障、地域住民・生活物資の安定輸送等

対象 外国籍船

【対応可能性のある場合】
見直し予定及びその内容

【対応困難とする場合】要
望へ対応した場合に生じ
る問題点及び問題点に対
する補完措置の有無等

クルーズ料金や内航フィーダーのコスト低減に資するとの意見からカボタージュ
制度の解禁について一部で要請があるものの、外国企業に対して一方的に解禁す
ることは国益を損なう恐れがあるとともに、国内安定輸送を阻害する要因になる。
なお、我が国における安定輸送の確保に支障を生ずるものでないこと等を前提

に、邦船社等については、外航貨物輸送の一部について状況に応じて外国籍船に
よる輸送を柔軟に認めているところである。

規
制
・
制
度
の
概
要

根拠法令等
（条項名まで記載）
※告示・通達等に根拠が
ある場合、併せて記載

船舶法第３条

規制・制度の制定時期、
主な改正経緯

明治３８年制定

規
制
改
革
要
望
等
へ
の
対
応

規制改革の方向性（事務
局記載）

内航海運事業におけるカボタージュ規制の見直しをすべき。
●カボタージュ規制の見直しにより、日本の国内航路でも客船と貨物船の両方で
外国籍船が参入でき、クルーズ料金や海運コストが安くなる。

上記規制改革の方向性へ
の考え方

カボタージュ規制は主要海運国において維持され国際的な慣行として現在確立し
ており、通商航海条約等二国間の相互主義による運用を図っているところ、国益を
損なうことのないよう、国の一元的な審査のもと適切に制度の維持・運用を図る必
要がある。
上記目的及び手段は制定当初から依然として適正なものである。

所
管
省
庁

＜規制評価シート＞（各府省作成）

規制改革事項（事務局記載）

規制の概要（事務局記載）

【概要】
国内の港間の旅客、貨物の沿岸輸送は日本国船籍に限定されている。

【根拠法令】
船舶法第3条ほか


